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○このパンフレットの内容は、令和６年４月１日時点のものです。
○このパンフレットは、助成金の概要を記載したものです。
詳細については、各助成金の支給要領をご参照いただくほか、下記の担当部署までお問
い合わせください。

0120-３６６-４４０
（受付時間 平日 ８：３０～１７：１５）

0120-９６７-９５１ （受付時間 平日 ９：００～１７：００）



徳島労働局では、賃金引上げへの取組をご検討いただいている徳島県内の事業主の皆様
を支援するため、今般、以下のとおり賃金引上げに関する各種助成金を取りまとめたリー
フレット集を作成しましたので、積極的にご活用いただけますと幸いです。

なお、助成金によって対象事業主が異なりますので、詳細については各助成金の支給要
件をご確認ください。

建設業、運送業、病院等において、労働時間
削減等に向けた環境整備に取り組むととも
に、賃金を引き上げたい。

働き方改革推進支援助成金
（業種別課題対応コース）

■建設業 ・・・ 5P

■運送業 ・・・ 7P

■病院等 ・・・ 9P

👉5P

【助成の対象となる取組】 【助成金名】

労働時間削減や、年次有給休暇の取得促進
に向けた環境整備に取り組むとともに、賃金
を引き上げたい。

働き方改革推進支援助成金
（労働時間短縮・年休促進支援コース）

👉11P

勤務間インターバル制度の導入・定着促進に
取り組むとともに賃金を引き上げたい。

働き方改革推進支援助成金
（勤務間インターバル導入コース）

👉13P

はじめに

賃金引上げ関係の助成金 検索表（もくじ）

事業場内最低賃金の

引き上げ計画

設備投資等の計画
機械設備導入､コンサルティ

ング､人材育成･教育訓練など

（計画の承認と事業の実施後）

業務改善助成金を支給

（最大600万円）

１ 生産性向上等を通じて事業場内最低賃金を引き上げたい

２ 働き方改革の推進とともに賃金を引き上げたい

【助成の対象となる取組】 【助成金名】

事業場内で最も低い労働者の賃金（事業場内
最低賃金）を引き上げ、生産性向上に資する
設備投資等を行いたい。

業務改善助成金 👉1P

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692_00001.html
https://www.mhlw.go.jp/content/001238569.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/001241698.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/001238572.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html


【助成の対象となる取組】 【助成金名】

有期雇用労働者等を正社員化し、賃金を引
き上げたい。

キャリアアップ助成金
（正社員化コース）

👉17P

生産性向上のための人事評価制度と賃金制
度の整備を通じて、生産性の向上、賃金アッ
プ及び離職率の低下を図りたい。

人材確保等支援助成金
（人事評価改善等助成コース）

👉21P

【助成の対象となる取組】 【助成金名】

有期雇用労働者等の賃金規定等を増額改定
し、賃金を引き上げたい。

キャリアアップ助成金
（賃金規定等改定コース）

👉15P

正規雇用労働者と共通の賃金規定等を導入
したい。

キャリアアップ助成金
（賃金規定等共通化コース）

👉15P

賞与・退職金制度を導入し、支給または積立
てを実施したい。

キャリアアップ助成金
（賞与・退職金制度導入コース）

👉15P

短時間労働者を新たに社会保険の被保険者
とする際に、賃金引上げ等の処遇改善を実
施したい。

キャリアアップ助成金
（社会保険適用時処遇改善コース）

👉19P

労働者のスキルアップを在籍型出向により
行い、出向復帰後の賃金を引き上げたい。

産業雇用安定助成金
（スキルアップ支援コース）

👉23P

離職を余儀なくされた労働者を早期に雇い
入れ、雇い入れ前の賃金より上昇させたい。

早期再就職支援等助成金
（雇入れ支援コース）

👉27P

就労経験のない職業に就くことを希望する
就職困難者を雇い入れ、人材育成計画を策
定し、賃金を引き上げたい。

特定求職者雇用開発助成金
（成長分野等人材確保・育成コース）

👉29P

高年齢労働者（60～64歳）の賃金規定等
を増額改定したい。（その結果、雇用保険の
高年齢雇用継続基本給付金の受給総額を減
少させる。）

高年齢労働者処遇改善促進助成金 👉37P

３ 有期雇用労働者等の賃金を引き上げたい（キャリアアップ助成金）

４ その他の賃金引上げに関する取組を行いたい

👉15P

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000199313.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000199313.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/syakaihoken_tekiyou.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/syakaihoken_tekiyou.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082805_00012.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082805_00012.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082805.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082805.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_seichou_00008.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_seichou_00008.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index_00039.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
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令和６年度業務改善助成金のご案内

業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金（事業場内最低賃金）を30円以上引き上げ、生産性向

上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。

申請期限：令和６年12月27日
（事業完了期限：令和７年１月31日）

事業場内最低賃金

の引き上げ計画

設備投資等の計画
機械設備導入､コンサルティン

グ､人材育成･教育訓練など

業務改善助成金を支給

（最大6 0 0万円）

業務改善助成金とは？

対象となる設備投資など

助成上限額や助成率などの

詳細は中面をチェック！

助成対象事業場における、生産性向上に資する設備投資等が助成の対象となります。

また、一部の事業者については、助成対象となる経費が拡充されます。

経 費 区 分 対 象 経 費 の 例

機器・設備の導入
• POSレジシステム導入による在庫管理の短縮
• リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮

経営コンサルティング 国家資格者による、顧客回転率の向上を目的とした業務フロー見直し

その他 顧客管理情報のシステム化

対象事業者・申請の単位

※ 事業場内最低賃金の引上げ計画と設備投資等の計画を立てて申請いただき、交付決定後に計画どおりに事業を進め、事

業の結果を報告いただくことにより、設備投資等にかかった費用の一部が助成金として支給されます。

• 中小企業・小規模事業者であること

• 事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であること

• 解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと

以上の要件を満たした事業者は、事業場内最低賃金の引上げ計画と設備投資等の計画を立て、

（工場や事務所などの労働者がいる）事業場ごとに申請いただきます。

申請の流れや注意事項は

裏面をチェック！

助成対象経費の具体例について、詳しくは、リーフレット中面（生産性向上のヒント集）をご覧ください。

別々に

申請

助成金額の計算方法

助成される金額は、生産性向上に資する設備投資等にかかった費用に一定の助成率をかけた金額と

助成上限額とを比較し、いずれか安い方の金額となります。

＜例＞

○事業場内最低賃金が898円

→助成率9/10

○8人の労働者を988円まで引上げ（90円コース）

→助成上限額450万円

○設備投資などの額は600万円

540万円
(＝600万円×9/10)

450万円
(＝助成上限額)

＞

450万円が支給されます。

（設備投資費用×助成率） （90円コースの助成上限額）

工場A 事務所B

計画の承認
と実施

【参考】徳島県最低賃金 896円（R5.10.1改正）
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助成上限額・助成率

コース

区分

事業場内

最低賃金の

引き上げ額

引き上げる

労働者数

助成上限額

右記以外

の事業者

事業場規模

30人未満の

事業者

30円
コース

30円以上

１人 3 0 万 円 6 0 万 円

２～３人 5 0 万 円 9 0 万 円

４～６人 7 0 万 円 1 0 0 万 円

７人以上 1 0 0 万 円 1 2 0 万 円

10人以上※ 1 2 0 万 円 1 3 0 万 円

45円
コース

45円以上

１人 4 5 万 円 8 0 万 円

２～３人 7 0 万 円 1 1 0 万 円

４～６人 1 0 0 万 円 1 4 0 万 円

７人以上 1 5 0 万 円 1 6 0 万 円

10人以上※ 1 8 0 万 円 1 8 0 万 円

60円
コース

60円以上

１人 6 0 万 円 1 1 0 万 円

２～３人 9 0 万 円 1 6 0 万 円

４～６人 1 5 0 万 円 1 9 0 万 円

７人以上 2 3 0 万 円 2 3 0 万 円

10人以上※ 3 0 0 万 円 3 0 0 万 円

90円
コース

90円以上

１人 9 0 万 円 1 7 0 万 円

２～３人 1 5 0 万 円 2 4 0 万 円

４～６人 2 7 0 万 円 2 9 0 万 円

７人以上 4 5 0 万 円 4 5 0 万 円

10人以上※ 6 0 0 万 円 6 0 0 万 円

助成上限額

事業場内
最低賃金

助成率

9 0 0円未満 9/10

9 0 0円以上
9 5 0円未満

４/５(9/10)

※ 10人以上の上限額区分は、特例事業者が、10人以上の労働者の賃金を引き上げる

場合に対象になります。

▶ 事業場内最低賃金である労働者

▶ 事業場内最低賃金である労働者の賃金を引き上げることにより、賃金額が追い抜かれる労働者

が「引き上げる労働者」に算入されます。

（ただし、いずれも申請コースと同額以上賃金を引き上げる必要があります。）

＜例：事業場内最低賃金950円の事業場で30円コースを申請する場合＞

Ａ：事業場内最低賃金である労働者なので、「引き上げる労働者」に算入可

Ｂ：申請コース以上賃金を引き上げていないので、算入不可

Ｃ：Ａに賃金額が追い抜かれる労働者であり、かつ、申請コース以上賃金を引き上

げているので、算入可

Ｄ：既に引上げ後の事業場内最低賃金以上なので、算入不可

助成率

「引き上げる労働者数」の数え方

①
賃金
要件

申請事業場の事業場内最低賃金が950
円未満である事業者

②
物価
高騰等
要件

原材料費の高騰など社会的・経済的環

境の変化等の外的要因により、申請前

３か月間のうち任意の１か月の利益率

が前年同月に比べ３％ポイント※以上

低下している事業者

特例事業者

※「％ポイント（パーセントポイント）」とは、パーセ

ントで表された２つの数値の差を表す単位です。

以下の要件に当てはまる場合が特例事業者と
なります。なお、②に該当する場合は、助成
対象経費の拡充も受けられます。

＜事業場内最低賃金とは？＞

事業場で最も低い時間給を指します。

（ただし、業務改善助成金では、雇入

れ後３か月を経過した労働者の事業場

内最低賃金を引き上げていただく必要

があります。）

事業場内最低賃金の計算方法は、地域

別最低賃金（国が例年10月頃に改定す

る都道府県単位の最低賃金額）と同様、

最低賃金法第４条及び最低賃金法施行

規則第１条又は第２条の規定に基づい

て算定されます。

ご不明点があれば、管轄の労働局雇用

環境・均等部室または賃金課室までお

尋ねください。

物価高騰等要件に該当する事業者は、一定の
自動車の導入やパソコン等の新規導入が認め
られる場合がございます。詳しくはP3の
「助成対象経費の特例」をご覧ください。

徳島県の場合（R5.10.1改正）

896 円 ～ 946 円

（ ）内は企業の決算書類から算出した労働
者1人当たりの付加価値を指し、直近の決算
書類に基づく生産性と、その3年度前の決算
書類に基づく生産性を比較し、伸び率が一定
水準を超えている場合等に適用されます。
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賃金引き上げに当たっての注意点

助成対象経費の具体例

助成対象経費の具体例は、「生産性向上のヒント集」や厚生労働省ウェブサイトに掲載されています。

生産性向上のヒント集 検 索

• 地域別最低賃金の発効に対応して事業場内最低賃金を引き上げる場合、発効日の前日までに引き上げて
いただく必要があります。

• 引き上げ後の事業場内最低賃金額と同額を就業規則等に定めていただく必要がございます。
• 令和６年度より、複数回に分けての事業場内最低賃金の引上げは認められなくなりましたので、ご注意

ください。
（例）10月1日に新しい地域別最低賃金（900円→950円）が発効される場合

発効日の前日（9月30日）までに事

業場内最低賃金の引き上げ（905円

→ 950円）を完了（※）

発効日の当日（10月１日）に

事業場内最低賃金の引き上げ

（905円 → 950円）を実施
対象外対象！

助成対象経費の特例

特例事業者のうち、②物価高騰等要件に該当する場合、通常は、助成対象となる生産性向上に資する設

備投資等として認められていないパソコン等や一部の自動車も助成対象となります（パソコン等は新規

導入に限ります）。

助 成 対 象 経 費
一般
事業者

特例事業者
（②のみ）

生産性向上に資する設備投資等 〇 〇

生産性向上に資する設備投資等のうち、

• 定員７人以上または車両本体価格200万円以下の乗用自動車や貨物自動車

• PC、スマホ、タブレット等の端末と周辺機器の新規導入

× 〇

※ 併せて、就業規則等に事業場内最低賃金が950円である旨、

定めていただく必要があります。

【参考】徳島県内で活用された設備投資事例
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注意事項・お問い合わせ等

業 務 改 善 助 成 金 検 索

• 過去に業務改善助成金を活用した事業者も助成対象となります。

• 予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります。

• 交付決定前に助成対象設備の導入を行った場合は助成の対象となりません。

• 必ず最新の交付要綱・要領で助成要件をご確認ください。

（参考）働き方改革推進支援資金

日本政策金融公庫では、事業場内最低

賃金の引き上げに取り組む方に、設備

資金や運転資金の融資を行っています。

詳しくは、事業場がある都道府県の日

本政策金融公庫の窓口にお問い合わせ

ください。

日本政策金融公庫
店舗検索

（R６.３）

交付申請書等の提出先は徳島労働局 雇用環境・均等室です
住 所 ： 〒 7 7 0 - 0 8 5 1  徳 島 市 徳 島 町 城 内 6 - 6 徳 島 地 方 合 同 庁 舎 ４ 階

• 生産量要件や関連する経費が終了しました。

• 事業完了期限が、2025（令和７）年１月31日※になりました。

※やむを得ない事由がある場合は、理由書の提出により、2025（令和７）年３月31日とできる場合がございます。

• 令和６年度から同一事業場の申請は年１回までとなりました。

助成金支給の流れ

事業場所在地を管轄する都道府県労働局に対し、所定の様式で交付申請を行っていただきます。

労働局による申請内容の審査を経て交付決定がなされたら、申請内容に沿って事業を実施してください。

事業完了後、労働局に事業実績報告と助成金支給申請を行っていただくと、労働局による報告内容の審

査を経て、助成金が支給されます。

注意事項

令和５年度からの主な変更点

参考ウェブサイト

• 厚生労働省ウェブサイト「業務改善助成金」

最新の要綱・要領やQ&A（「生産性向上のヒント集」）、

申請書作成ツールや業務改善助成金の活用事例集などを掲載しています。

• 最低賃金特設サイト

全国の地域別最低賃金や中小企業支援事業について掲載しているほか、

サイト内の「賃金引き上げ特設ページ」では、賃金引き上げに向けた取

組事例などを紹介しています。

お問い合わせ

最低賃金特設サイト 検 索

業務改善助成金についてご不明な点は、業務改善助成金コールセンターまでお問い合わせください

電話番号：0120-366-440（受付時間 平日 8:30～17:15）

交付申請

交付申請書・事業実施

計画書等を

都道府県労働局に提出

交付決定

交付申請書等を

審査の上、通知

事業の実施

申請内容に沿って

事業を実施

（賃金の引き上げ、設備の

導入、代金の支払）

事業実績報告

労働局に事業実績報告

書等と助成金支給申請

書を提出

交付額確定と助成金支払い

事業実績報告書等を審査し、

適正と認められれば交付額の確定

と助成金の支払いを実施

助成金受領

ここで助成金が

振り込まれます

【ﾜﾝｽﾄｯﾌﾟ相談窓口】徳島働き方改革推進支援センター 電話番号：0120-967-951（受付時間 平日9:00～17:00）
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令和６年度「働き方改革推進支援助成金｣
業種別課題対応コース（建設業）のご案内

令和６年４月１日に、建設業にも、時間外労働の上限規制が適用されました。
このコースは、生産性を向上させ、労働時間の削減や週休2日制の推進等に向けた環境整備に取
り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。ぜひご活用ください。

ご利用の流れ

「交付申請書」を、最寄りの
労働局雇用環境・均等部
（室）に提出
（締切：11月29日（金））

交付決定後、提出した計画に
沿って取組を実施
（事業実施は、令和７年１月
31 日（金）まで）

労働局に支給申請

（申請期限は、事業実施予定期間が終
了した日から起算して30日後の日また
は令和７年２月７日（金）のいずれか
早い日となります。）

（注意）本助成金は国の予算額に制約されるため、11月29日以前に、予告なく受付を締め切る場合があります。

課題別にみる助成金の活用事例

生産性の向上を図ることで、働きやすい職場づくりが可能に!!

測量杭打ち機と
重機用センサーユニットを導入

測量作業と重機操作を効率化し、
労働時間を削減したい！

積算業務を効率化し、
労働時間を削減したい！

土木工事積算システムを導入

過去の類似工事との比較が容
易になり、より短時間で適正
な積算値を算出できるように
なった。

測量や杭打ち、重機の操作を
１人で行えるようになり、１
日当たりの作業時間が削減さ
れた。

改善の
結果

助成金
による
取組

企業の
課題

(2024.４)

助成内容について詳しくは、裏面をご参照ください。

ご不明な点やご質問がございましたら、企業の所在地を管轄する
都道府県労働局 雇用環境・均等部 または 雇用環境・均等室にお尋ねください。

申請書の記載例を掲載している
「申請マニュアル」や「申請様式」は、
こちらからダウンロードできます。

電子申請システムによる申請も
可能です。詳しくはこちら
（https://www.jgrants-
portal.go.jp/）5



左記「成果目標」の達成状況に応じて、助成対象となる
取組の実施に要した経費の一部を支給します。
【助成額最大1,000万円】

１． 成果目標①の上限額

以下のいずれにも該当する事業主です。

１．労働者災害補償保険の適用を受ける労働基準法第
139条第２項に定める工作物の建設の事業その他これ
に関連する事業として厚生労働省令で定める事業を主
たる事業として営む中小企業事業主(※1)であること。

２．年５日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を
整備していること。

３．交付申請時点で、36協定を締結していること。
４．下記「成果目標」④を選択する場合は、原則として、

過去2年間において月45時間を超える時間外労働の実
態があること。

５．下記「成果目標」⑤を選択する場合、交付申請時点
の所定休日が４週当たり４日から７日であること。

(※1)中小企業事業主の範囲は、以下のいずれかの要件を満たす企業が

中小企業になります。

・資本または出資額が３億円以下

・常時使用する労働者が300人以下

助
成
額

以下のいずれか低い額
Ⅰ 以下１～５の上限額及び６の加算額の合計額
Ⅱ 対象経費の合計額×補助率３／４(※５)

(※５) 常時使用する労働者数が30人以下かつ、支給対象の取

組で⑥から⑦を実施する場合で、その所要額が30万円を超える

場合の補助率は４／５

① 労務管理担当者に対する研修(※2)

② 労働者に対する研修(※2)、周知・啓発

③ 外部専門家によるコンサルティング

④ 就業規則・労使協定等の作成・変更

⑤ 人材確保に向けた取り組み

⑥ 労務管理用ソフトウェア、労務管理用 機器、デジ
タル式運行記録計の導入・更新(※3)

⑦ 労働能率の増進に資する設備・機器などの導入・
更新(※3)

(※2）研修には、勤務間インターバル制度に関するもの及び業務

研修も含みます。

(※3）原則として、パソコン、タブレット、スマートフォンは

対象となりません。

（※９）常時使用する労働者数が30人以下の場合は、達成した成果目標
の助成上限額に、上記の表の２倍の上限額が加算されます。

業種別対応コース（建設業）の助成内容

対象事業主 助成額

① 月60時間を超える36協定の時間外・休日労働時間
数を縮減させること。
・時間外労働と休日労働の合計時間数を月60時間以下に設定

・時間外労働と休日労働の合計時間数を月60時間を超え月80

時間以下に設定

② 年次有給休暇の計画的付与制度を新たに導入する
こと。

③ 時間単位の年次有給休暇制度を新たに導入し、か
つ、 交付要綱で規定する特別休暇（病気休暇、教
育訓練休暇、ボランティア休暇、不妊治療のため
の休暇、時間単位の特別休暇）のいずれか１つ以
上を新たに導入すること。

④ ９時間以上の勤務間インターバルを導入すること。
（新規導入、適用範囲の拡大、時間延長）

⑤ 全ての対象事業場において、４週における所定休
日を１日から４日以上増加させること。

（※４）上記の成果目標に加えて、指定する労働者の時間当たり

の賃金額を３％以上または、５％以上で賃金引上げを行うこ

とを成果目標に加えることができます。

助成対象となる取組
～いずれか１つ以上を実施～

２．成果目標②の上限額：25万円
３．成果目標③の上限額：25万円
４．成果目標④の上限額

５．成果目標⑤の上限額：1日増加ごとに25万円（※８）

（最大100万円）
（※８） 年間における所定休日数を定めている場合は、以下の計算式に

より、４週間当たりの所定休日を算出します。

（年間所定休日数）÷（３６５日÷７）×４

事業実施後に設定す
る時間外労働と休日
労働の合計時間数

事業実施前の設定時間数

現に有効な36協定に
おいて、時間外労働
と休日労働の合計時
間数を月80時間を超
えて設定している事
業場

現に有効な36協定に
おいて、時間外労働
と休日労働の合計時
間数を月60時間を超
えて設定している事
業場

時間外労働と休日労
働の合計時間数を月
60時間以下に設定

250万円 200万円

時間外労働と休日労
働の合計時間数を月
60時間を超え、月80
時間以下に設定

150万円 ―

以下の「成果目標」から１つ以上を選択の上、達成を
目指して取組を実施してください（※４）。

成果目標

【Ⅰの上限額】

引上げ人数 １～３人 ４～６人 ７～10人 11人～30人

３％以上
引上げ

15万円 30万円 50万円 １人当たり５万円
（上限150万円）

５％以上
引上げ

24万円 48万円 80万円 １人当たり８万円
（上限240万円）

６．賃金引上げの達成時の加算額
常時使用する労働者数が30人を超える場合は、達成した
成果目標の助成上限額に、下記の表の上限額が加算され
ます（※９）。

勤務間インターバルを新規導入した場合の上限額は、休
息時間数に応じて、下記の表のとおりとなります。

休息時間数(※６) １企業当たりの上限額（※７）

９時間以上
11時間未満

100万円

11時間以上 120万円

(※６） 事業実施計画で指定した事業場に導入する勤務間インターバル
の休息時間数のうち、最も短いものを指します。

(※７） 勤務間インターバルを適用する労働者の範囲の拡大、勤務間
インターバルの時間延長のみの場合は、上記の表の1/2が上限額
となります。
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令和６年４月１日に、自動車運転の業務にも、時間外労働の上限規制が適用されました。
このコースは、生産性を向上させ、労働時間の削減や勤務間インターバル制度の導入等に向け
た環境整備に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。ぜひご活用ください。

令和６年度「働き方改革推進支援助成金｣
業種別課題対応コース（運送業）のご案内

ご利用の流れ

「交付申請書」を、最寄りの
労働局雇用環境・均等部
（室）に提出
（締切：11月29日（金））

交付決定後、提出した計画に
沿って取組を実施
（事業実施は、令和７年１月
31 日（金）まで）

労働局に支給申請

（申請期限は、事業実施予定期間が終
了した日から起算して30日後の日また
は令和７年２月７日（金）のいずれか
早い日となります。）

（注意）本助成金は国の予算額に制約されるため、11月29日以前に、予告なく受付を締め切る場合があります。

課題別にみる助成金の活用事例

生産性の向上を図ることで、働きやすい職場づくりが可能に!!

運送業務を効率化し、
労働時間を削減したい！

積載量の多いトレーラーを導入

一度で多くの荷物を運べるよ
うになったことで、労働時間
が削減された。

デジタル式運行記録計を導入

運行に伴う事務作業を効率化し、
労働時間を削減したい！

運転日報や出勤簿の作成が自
動化されたことにより、労働
時間が削減された。

企業の

課題

助成金

による

取組

改善の

結果

(2024.４)

助成内容について詳しくは、裏面をご参照ください。

ご不明な点やご質問がございましたら、企業の所在地を管轄する

都道府県労働局 雇用環境・均等部 または 雇用環境・均等室にお尋ねください。

申請書の記載例を掲載している
「申請マニュアル」や「申請様式」は、
こちらからダウンロードできます。

電子申請システムによる申請も
可能です。詳しくはこちら
（https://www.jgrants-
portal.go.jp/）7

https://www.jgrants-portal.go.jp/
https://www.jgrants-portal.go.jp/


左記「成果目標」の達成状況に応じて､助成対象となる
取組の実施に要した経費の一部を助成します。
【助成額最大950万円】

① 労務管理担当者に対する研修(※２)

② 労働者に対する研修(※２)、周知・啓発

③ 外部専門家によるコンサルティング

④ 就業規則・労使協定等の作成・変更

⑤ 人材確保に向けた取組

⑥ 労務管理用ソフトウェア、労務管理用 機器、
デジタル式運行記録計の導入・ 更新

⑦ 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・
更新(※３)

(※２)   研修には、勤務間インターバル制度に関するもの及び

業務研修も含みます。

(※３） 原則として、パソコン、タブレット、スマートフォン

は対象となりません。

以下の「成果目標」の達成を目指して取組を実施して
ください（※４）。

① 月60時間を超える36協定の時間外・休日労働時

間数を縮減させること。

・時間外労働と休日労働の合計時間数を月60時間以下に設定

・時間外労働と休日労働の合計時間数を月60時間を超え月80

時間以下に設定

② 年次有給休暇の計画的付与制度を新たに導入する

こと。

③ 時間単位の年次有給休暇制度を新たに導入し、か

つ、 交付要綱で規定する特別休暇（病気休暇、教

育訓練休暇、ボランティア休暇、不妊治療のため

の休暇、時間単位の特別休暇）のいずれか１つ以

上を新たに導入すること。

④ 10時間以上の勤務間インターバルを導入すること。

（新規導入、適用範囲の拡大、時間延長）

（※４）上記の成果目標に加えて、指定する労働者の時間

当たりの賃金額を３％以上または、５％以上で賃金引

上げを行うことを成果目標に加えることができます。

５．賃金引上げの達成時の加算額
（常時使用する労働者数が30人以下の場合）

以下のいずれにも該当する事業主です。

１．労働者災害補償保険の適用を受ける労働基準法第

140条第１項に定める自動車運転の業務に従事する労

働者を雇用する中小企業事業主(※1)であること。

２．年５日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を

整備していること。
３．交付申請時点で、36協定を締結していること。
４．下記「成果目標」④を選択する場合は、原則として、
過去2年間において月45時間を超える時間外労働の実

態があること。
など

（※1）中小企業事業主の範囲
以下のいずれかの要件を満たす企業が中小企業になります。
・資本または出資額が３億円以下
・常時使用する労働者が300人以下

１． 成果目標①の上限額

事業実施後に設定す
る時間外労働と休日
労働の合計時間数

事業実施前の設定時間数

現に有効な36協定に
おいて、時間外労働
と休日労働の合計時
間数を月80時間を超
えて設定している事
業場

現に有効な36協定に
おいて、時間外労働
と休日労働の合計時
間数を月60時間を超
えて設定している事
業場

時間外労働と休日労
働の合計時間数を月
60時間以下に設定

250万円 200万円

時間外労働と休日労
働の合計時間数を月
60時間を超え、月80
時間以下に設定

150万円 ―

【Ⅰの上限額】

助
成
額

以下のいずれか低い額

Ⅰ 以下１～４の上限額及び５の加算額の合計額

Ⅱ 対象経費の合計額×補助率３／４(※５)

(※５) 常時使用する労働者数が30人以下かつ、支給対

象の取組で⑥から⑦を実施する場合で、その所要額が

30万円を超える場合の補助率は４／５

２．成果目標②の上限額：25万円

３．成果目標③の上限額：25万円

４．成果目標④の上限額

勤務間インターバルを新規導入した場合の上限額は、

休息時間数に応じて、下記の表のとおりとなります。

休息時間数(※６) １企業当たりの上限額（※７）

10時間以上
11時間未満

150万円

11時間以上 170万円

業種別課題対応コース（運送業）の助成内容

対象事業主

成果目標

助成額

助成対象となる取組
～いずれか１つ以上を実施～

引上げ人数 １～３人 ４～６人 ７～10人 11人～30人

３％以上
引上げ

30万円 60万円 100万円
１人当たり10万円
（上限300万円）

５％以上
引上げ

48万円 96万円 160万円
１人当たり16万円
（上限480万円）

引上げ人数 １～３人 ４～６人 ７～10人 11人～30人

３％以上
引上げ

15万円 30万円 50万円
１人当たり５万円
（上限150万円）

５％以上
引上げ

24万円 48万円 80万円
１人当たり８万円
（上限240万円）

（常時使用する労働者数が30人を超える場合）

(※６） 事業実施計画で指定した事業場に導入する勤務間インター
バルの休息時間数のうち、最も短いものを指します。

(※７） 勤務間インターバルを適用する労働者の範囲の拡大、
勤務間インターバルの時間延長のみの場合は、上記の表
の1/2が上限額となります。
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令和６年４月１日に、医業に従事する医師にも、時間外労働の上限規制が適用されました。
このコースは、生産性を向上させ、労働時間の削減や勤務間インターバル制度の導入、医師の
働き方改革の推進等に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。ぜひ
ご活用ください。

令和６年度「働き方改革推進支援助成金｣
業種別課題対応コース（病院等）のご案内

課題別にみる助成金の活用事例

生産性の向上を図ることで、働きやすい職場づくりが可能に!!

内視鏡自動洗浄機を導入

内視鏡の洗浄作業を効率化し、
労働時間を削減したい！

新人でも１人で作業が可能に
なったことや、洗浄に要する
時間が削減されたことにより、
労働時間が削減された。

X線検査に関する業務を効率化し、
労働時間を削減したい！

デジタル画像診断システムを導入

検査の準備や、フィルムの運
搬・保管に要する時間が削減
れたことにより、労働時間が
削減された。

企業の
課題

助成金
による
取組

改善の
結果

ご利用の流れ

「交付申請書」を、最寄りの
労働局雇用環境・均等部
（室）に提出
（締切：11月29日（金））

交付決定後、提出した計画に
沿って取組を実施
（事業実施は、令和７年１月
31 日（金）まで）

労働局に支給申請

（申請期限は、事業実施予定期間が
終了した日から起算して30日後の日ま
たは令和７年２月７日（金）のいずれ
か早い日となります。）

（注意）本助成金は国の予算額に制約されるため、11月29日以前に、予告なく受付を締め切る場合があります。

(2024.４)

助成内容について詳しくは、裏面をご参照ください。

ご不明な点やご質問がございましたら、企業の所在地を管轄する
都道府県労働局 雇用環境・均等部 または 雇用環境・均等室にお尋ねください。

申請書の記載例を掲載している
「申請マニュアル」や「申請様式」は、
こちらからダウンロードできます。

電子申請システムによる申請も
可能です。詳しくはこちら
（https://www.jgrants-
portal.go.jp/）9



左記「成果目標」の達成状況に応じて､助成対象となる
取組の実施に要した経費の一部を助成します。
【助成額最大1,000万円】

① 労務管理担当者に対する研修(※2)

② 労働者に対する研修(※2)、周知・啓発

③ 外部専門家によるコンサルティング

④ 就業規則・労使協定等の作成・変更

⑤ 人材確保に向けた取組

⑥ 労務管理用ソフトウェア、労務管理用
機器、デジタル式運行記録計の導入・
更新(※3)

⑦ 労働能率の増進に資する設備・機器等
の導入・更新(※3)

(※2)   研修には、勤務間インターバル制度に関するもの及び

業務研修も含みます。

(※3） 原則として、パソコン、タブレット、スマートフォン

は対象となりません。

以下の「成果目標」の達成を目指して取組を実施して
ください（※4）。

① 月80時間を超える36協定の時間外・休日労働時間
数を縮減させること。
・時間外労働と休日労働の合計時間数を月60時間以下に設定

・時間外労働と休日労働の合計時間数を月60時間を超え月80

時間以下に設定

② 年次有給休暇の計画的付与制度を新たに導入するこ
と。
③ 時間単位の年次有給休暇制度を新たに導入し、かつ、

交付要綱で規定する特別休暇（病気休暇、教育訓練
休暇、ボランティア休暇、不妊治療のための休暇、
時間単位の特別休暇）のいずれか１つ以上を新たに
導入すること。

④ ９時間以上の勤務間インターバルを導入すること。
（新規導入、適用範囲の拡大、時間延長）

⑤ 医師の働き方改革の推進（ア 労務管理体制の構築
等とイ 医師の労働時間の実態把握と管理を実施す
ること。）

（※4）上記の成果目標に加えて、指定する労働者の時間当

たりの賃金額を３％以上または、５％以上で賃金引き上

げを行うことを成果目標に加えることができます。

６．賃金引上げの達成時の加算額
常時使用する労働者数が30人を超える場合は、達成した

成果目標の助成上限額に、下記の表の上限額が加算されま
す（※11）。

以下のいずれにも該当する事業主です。
１．労働者災害補償保険の適用を受ける医業に従事す

る医師が勤務する病院、診療所、介護老人保健施設
又は介護医療院を営む中小企業事業主(※1)である
こと。

２．年５日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等
を整備していること。

３．交付申請時点で、36協定を締結していること。
４．下記「成果目標」④を選択する場合は、原則とし

て、過去2年間において月45時間を超える時間外労
働の実態があること。 など

(※1)中小企業事業主の範囲
以下のいずれかの要件を満たす企業が中小企業になります。
・資本または出資持分が5,000万円以下
・常時使用する労働者が300人以下

１． 成果目標①の上限額
【Ⅰの上限額】

助
成
額

以下のいずれか低い額
Ⅰ 以下１～５の上限額及び６の加算額の合計額
Ⅱ 対象経費の合計額×補助率３／４(※5)
(※5) 常時使用する労働者数が30人以下かつ、支給対象の取

組で⑥から⑦を実施する場合で、その所要額が30万円
を超える場合の補助率は４／５

２．成果目標②の上限額：25万円
３．成果目標③の上限額：25万円
４．成果目標④の上限額

勤務間インターバルを新規導入した場合の上限額は、休
息時間数に応じて、下記の表のとおりとなります。

休息時間数（※6） １企業当たりの上限額（※7）

９時間以上10時間未満（※８） 120万円

10時間以上11時間未満 150万円

11時間以上 170万円

５． 成果目標⑤の上限額：
以下を全て実施した場合(※9)に50万円

ア（ア）労務管理責任者を設置し、責任の所在とその役割
を明確にすること。

（イ）医師の副業・兼業先との労働時間の通算や医師の
休息時間確保、長時間労働の医師に対する面接
指導の実施に係る協力体制の整備を行うこと（※10）

（ウ）人事・労務管理のマネジメント研修を実施するな
ど、労働時間管理について理解を深める取組を行う
こと。

イ 労働時間と労働時間でない時間の区別などを明確
にした上で、医師の労働時間の実態把握を行うこと。

（※9） 実施事項の詳細は申請マニュアルをご覧ください。
（※10) 副業・兼業を行う医師がいる場合に限る。

業種別課題対応コース（病院等）の助成内容

対象事業主

成果目標

助成額

助成対象となる取組
～いずれか１つ以上を実施～

引上げ人数 １～３人 ４～６人 ７～10人 11人～30人

３％以上
引上げ

15万円 30万円 50万円
１人当たり５万円
（上限150万円）

５％以上
引上げ

24万円 48万円 80万円 １人当たり８万円
（上限240万円）

事業実施後に設定する時
間外労働と休日労働の合
計時間数

事業実施前の設定時間数

現に有効な36協定にお
いて、時間外労働と休日
労働の合計時間数を月
80時間を超えて設定し
ている事業場

現に有効な36協定にお
いて、時間外労働と休日
労働の合計時間数を月
60時間を超えて設定し
ている事業場

時間外労働と休日労働の
合計時間数を月60時間
以下に設定

250万円 200万円

時間外労働と休日労働の
合計時間数を月60時間
を超え、月80時間以下
に設定

150万円 ―

（※11）常時使用する労働者数が30人以下の場合は、達成した成果目標の
助成上限額に、上記の表の２倍の上限額が加算されます。

(※6） 事業実施計画で指定した事業場に導入する勤務間インターバルの
休息時間数のうち、最も短いものを指します。

(※7） 勤務間インターバルを適用する労働者の範囲の拡大、勤務間イン
ターバルの時間延長のみの場合は、上記の表 の1/2が上限額となり
ます。

(※8) B水準、連携B水準、C-1水準、C-2水準の医師については、10時間
以上の休息時間数とする必要があります。
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令和６年度「働き方改革推進支援助成金｣
労働時間短縮・年休促進支援コースのご案内

令和２年４月１日から、中小企業に、時間外労働の上限規制が適用されています。
このコースは、生産性を向上させ、労働時間の削減や年次有給休暇の促進に向けた環境整備に
取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。ぜひご活用ください。

生産性の向上を図ることで、働きやすい職場づくりが可能に!!

課題別にみる助成金の活用事例

専門家のアドバイスで
業務内容を抜本的に見
直すことができ、効率
的な業務体制などの構
築につながった。

助成金
による
取組

企業の
課題

改善の
結果

新たに機械・設備を
導入して、生産性を
向上させたい！

労務管理用機器や、
ソフトウェアを導入

外部の専門家による
コンサルティングを
実施

労働能率を増進する
ために設備・機器な
どを導入

助成内容について詳しくは、裏面をご参照ください。

ご不明な点やご質問がございましたら、企業の所在地を管轄する
都道府県労働局 雇用環境・均等部 または 雇用環境・均等室にお尋ねください。

記録方法を台帳から
ICカードに切り替え
たことで、始業・終
業時刻を正確に管理
できるようになり、
業務量の平準化につ
ながった。

新たな機器・設備を
導入して使用するよ
うになったところ、
実際に労働能率が増
進し、時間当たりの
生産性が向上した。

始業・終業時刻を手
書きで記録している
が、管理上のミスが
多い！

業務上の無駄な作業
を見直したいが、何
をすればいいか分か
らない！

申請書の記載例を掲載している
「申請マニュアル」や「申請様式」は、
こちらからダウンロードできます。

(2024.４)

電子申請システムによる申請も
可能です。詳しくはこちら
（https://www.jgrants-
portal.go.jp/）
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上記「成果目標」の達成状況に応じて、助成対象
となる取組の実施に要した経費の一部を支給します。
【助成額最大730万円】

労働局に支給申請

（申請期限は、事業実施予定期間が終了した日か
ら起算して30日後の日または令和７年２月７日（金
）のいずれか早い日となります。）

交付決定後、提出した計画に沿って取組を実施
（事業実施は、令和７年１月31日（金）まで）

「交付申請書」を、最寄りの労働局雇用環境・均等
部（室）に提出（締切：11月29日（金））

【Ⅰの上限額】
１． 成果目標①の上限額

以下のいずれにも該当する事業主です。
１．労働者災害補償保険の適用を受ける中小

企業事業主(※1)であること。
２．年５日の年次有給休暇の取得に向けて就

業規則等を整備していること。
３．交付申請時点で、右記「成果目標」①から

③の設定に向けた条件を満たしていること。

助
成
額

以下のいずれか低い額
Ⅰ 以下１～３の上限額及び４の加算額の合計額
Ⅱ 対象経費の合計額×補助率３／４(※5)

(※5) 常時使用する労働者数が30人以下かつ、支給対
象の取組で⑥から⑦を実施する場合で、その所要額が
30万円を超える場合の補助率は４／５

ＡまたはＢの要件を満たす企業が中小企業になります。
(※1)中小企業事業主の範囲

① 労務管理担当者に対する研修(※3)
② 労働者に対する研修(※3)、周知・啓発
③ 外部専門家によるコンサルティング
④ 就業規則・労使協定等の作成・変更
⑤ 人材確保に向けた取り組み
⑥ 労務管理用ソフトウェア、労務管理用

機器、デジタル式運行記録計の導入・
更新(※4)

⑦ 労働能率の増進に資する設備・機器などの
導入・更新(※4)

(※3) 研修には、勤務間インターバル制度に関する
もの及び業務研修も含みます。
(※4）原則として、パソコン、タブレット、スマート
フォンは対象となりません。

以下の「成果目標」から１つ以上を選択の上、
達成を目指して取組を実施してください。

労働時間短縮・年休促進支援コースの助成内容

対象事業主 成果目標

助成額

ご利用の流れ

助成対象となる取組
～いずれか１つ以上を実施～

業種
Ａ

資本または出資額
Ｂ

常時使用する労働者

小売業
(飲食店を含む) 

5,000万円以下 50人以下

サービス業（※2） 5,000万円以下 100人以下

卸売業 1 億円以下 100人以下

その他の業種 3 億円以下 300人以下

引上げ人数 １～３人 ４～６人 ７～10人 11人～30人

３％以上
引上げ

30万円 60万円 100万円
１人当たり10万円
（上限300万円）

５％以上
引上げ

48万円 96万円 160万円
１人当たり16万円
（上限480万円）

２．成果目標②の上限額：25万円
３．成果目標③の上限額：25万円
４．賃金引上げの達成時の加算額

事業実施後に設定す
る時間外労働と休日
労働の合計時間数

事業実施前の設定時間数

現に有効な36協定に
おいて、時間外労働
と休日労働の合計時
間数を月80時間を超
えて設定している事
業場

現に有効な36協定に
おいて、時間外労働
と休日労働の合計時
間数を月60時間を超
えて設定している事
業場

時間外労働と休日労
働の合計時間数を月
60時間以下に設定

200万円 150万円

時間外労働と休日労
働の合計時間数を月
60時間を超え、月80
時間以下に設定

100万円 ―

① 月60時間を超える36協定の時間外・休日労働時間数
を縮減させること。
・時間外労働と休日労働の合計時間数を月60時間以下に設定
・時間外労働と休日労働の合計時間数を月60時間を超え月80

時間以下に設定
② 年次有給休暇の計画的付与制度を新たに導入すること。
③ 時間単位の年次有給休暇制度を新たに導入し、かつ、

交付要綱で規定する特別休暇（病気休暇、教育訓練
休暇、ボランティア休暇、不妊治療のための休暇、時
間単位の特別休暇）のいずれか１つ以上を新たに導入
すること。

（注意）本助成金は国の予算額に制約されるため、11月
29日以前に、予告なく受付を締め切る場合があります。

上記の成果目標に加えて、指定する労働者の時間当
たりの賃金額を３％以上または、５％以上で賃金引上
げを行うことを成果目標に加えることができます。

（※2）医業に従事する医師が勤務する病院、診療所、
介護老人保健施設、介護医療院については常時使用す
る労働者数が300人以下の場合は、中小企業事業主
に該当します。

引上げ人数 １～３人 ４～６人 ７～10人 11人～30人

３％以上
引上げ

15万円 30万円 50万円 １人当たり５万円
（上限150万円）

５％以上
引上げ

24万円 48万円 80万円 １人当たり８万円
（上限240万円）

（常時使用する労働者数が30人以下の場合）

（常時使用する労働者数が30人を超える場合）

12



勤務間インターバルの導入により、労働時間等の設定改善を推進!!

助成金

による

取組

企業の

課題

課題別にみる助成金の活用事例

専門家のアドバイス
で業務内容を抜本的
に見直すことができ、
効率的な業務体制な
どの構築につながっ
た。

記録方法を台帳から
ICカードに切り替え
たことで、始業・終
業時刻を正確に管理
できるようになった。

新たな機器・設備を
導入して使用したと
ころ、実際に労働能
率が増進し、時間当
たりの生産性が向上
した。

令和６年度「働き方改革推進支援助成金｣
勤務間インターバル導入コースのご案内

「勤務間インターバル」とは、勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の「休息時

間」を設けることで、働く方の生活時間や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働の防

止を図るもので、平成31年４月から、制度の導入が努力義務化されています。

このコースでは、勤務間インターバルの導入に取り組む中小企業事業主の皆さまを支

援します。是非ご活用ください。

改善の

結果

インターバル制度を
導入するために、業
務上の無駄な作業を
見直したい！

始業・終業時刻を手
書きで記録している
が、管理上のミスが
多い！

インターバル制度を
導入するために、新
たに機械・設備を導
入して、生産性を向
上させたい！

労務管理用機器や、
ソフトウェアを導入

外部の専門家による
コンサルティングを
実施

労働能率を増進する
ために設備・機器等
を導入

助成内容について詳しくは、裏面をご参照ください。

ご不明な点やご質問がございましたら、企業の所在地を管轄する

都道府県労働局 雇用環境・均等部 または 雇用環境・均等室にお尋ねください。

申請書の記載例を掲載している
「申請マニュアル」や「申請様式」は、
こちらからダウンロードできます。

電子申請システムによる申請も
可能です。詳しくはこちら
（https://www.jgrants-
portal.go.jp/）

(2024.４)13
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【表1】新規導入に該当するものがある場合

以下のいずれにも該当する事業主です。
１．労働者災害補償保険の適用を受ける中小

企業事業主（※１）であること。
２．36協定を締結しており、原則として、過

去２年間において月45時間を超える時間外
労働の実態があること。(※２)

３．年５日の年次有給休暇の取得に向けて
就業規則等を整備していること。

４．以下のいずれかに該当する事業場を有す
ること。

① 勤務間インターバルを導入していない事業場
② 既に休息時間数が９時間以上の勤務間インタ

ーバルを導入している事業場であって、対象と
なる労働者が当該事業場に所属する労働者の半
数以下である事業場

③ 既に休息時間数が９時間未満の勤務間インタ
ーバルを導入している事業場

ＡまたはＢの要件を満たす企業が中小企業になります。

上記「成果目標」の達成状況に応じて､助成対象
となる取組の実施に要した経費の一部を助成します。
【助成額最大580万円】

(※1) 中小企業事業主の範囲

① 労務管理担当者に対する研修(※4)
② 労働者に対する研修(※4)、周知・啓発
③ 外部専門家によるコンサルティング
④ 就業規則・労使協定等の作成・変更
⑤ 人材確保に向けた取組
⑥ 労務管理用ソフトウェア、労務管理用

機器、デジタル式運行記録計の導入・
更新(※5)

⑦ 労働能率の増進に資する設備・機器等
の導入・更新(※5)

(※4) 研修には、勤務間インターバル制度に関する
もの及び業務研修も含みます。
(※5) 原則として、パソコン、タブレット、スマート
フォンは対象となりません。

休息時間数(※6) 補助率(※7) １企業当たりの上限額

９時間以上
11時間未満

３／４ １００万円

11時間以上 ３／４ １２０万円

【表2】適用範囲の拡大・時間延長のみの場合

休息時間数(※6) 補助率(※7) １企業当たりの上限額

９時間以上
11時間未満

３／４ ５０万円

11時間以上 ３／４ ６０万円

(※6） 事業実施計画で指定した事業場に導入する勤務間イン
ターバルの休息時間数のうち、最も短いものを指します。

(※7) 常時使用する労働者数が30人以下かつ、「支給対象と
なる取組」で⑥から⑦を実施する場合で、その所要額が30万
円を超える場合の補助率は４／５となります。

以下の「成果目標」の達成を目指して取組を実施
してください。

勤務間インターバル導入コースの助成内容

対象事業主 成果目標

助成額

助成対象となる取組
～いずれか１つ以上を実施～

業種
Ａ

資本または出資額
Ｂ

常時使用する労働者

小売業
(飲食店を含む) 

5,000万円以下 50人以下

サービス業 （※3） 5,000万円以下 100人以下

卸売業 1 億円以下 100人以下

その他の業種 3 億円以下 300人以下

●新規導入【対象事業主４.①に該当する場合】

新規に所属労働者の半数を超える労働者を対象
とする勤務間インターバルを導入すること。

●適用範囲の拡大【対象事業主４.②に該当する場合】

対象労働者の範囲を拡大し、所属労働者の半数
を超える労働者を対象とすること。

●時間延長【対象事業主４.③に該当する場合】

所属労働者の半数を超える労働者を対象として
休息時間数を２時間以上延長して、９時間以上と
すること。

上記の成果目標に加えて、指定する労働者の時間当
たりの賃金額を３％以上または、５％以上で賃金引上
げを行うことを成果目標に加えることができます。

● 賃金引上げの達成時の加算額

労働局に支給申請

(申請期限は、事業実施予定期間が終了した日

から起算して30日後の日または令和７年２月７日

（金）のいずれか早い日となります。)

交付決定後、提出した計画に
沿って取組を実施
（令和７年１月31 日（金）まで）

「交付申請書」を、最寄りの
労働局雇用環境・均等部
（室）に提出
(締切：11月29日（金）)

利用の流れ

（注意）本助成金は国の予算額に制約されるため、11月29日以前に、予告なく受付を締め切る場合があります。

(※2)基本的には１月45時間を超える時間外労働の実

態があれば、要件を満たすこととなりますので、詳細

はお問い合わせください。

引上げ人数 １～３人 ４～６人 ７～10人 11人～30人

３％以上
引上げ

30万円 60万円 100万円
１人当たり10万円
（上限300万円）

５％以上
引上げ

48万円 96万円 160万円
１人当たり16万円
（上限480万円）

（※3）医業に従事する医師が勤務する病院、診療所、
介護老人保健施設、介護医療院については常時使用す
る労働者数が300人以下の場合は、中小企業事業主
に該当します。

引上げ人数 １～３人 ４～６人 ７～10人 11人～30人

３％以上
引上げ

15万円 30万円 50万円
１人当たり５万円
（上限150万円）

５％以上
引上げ

24万円 48万円 80万円
１人当たり８万円
（上限240万円）

（常時使用する労働者数が30人以下の場合）

（常時使用する労働者数が30人を超える場合）
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厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク

（事業主の方へ）

◆ 支給要件の詳細や助成上限（人数・回数等）については、裏面ご案内のホームページよりご確認ください。
◆ 正社員化コース、障害者正社員化コース、社会保険適用時処遇改善コースは、各支給対象期の取組を講じた場合の合計額です。

LL060425作成 No.11

キャリアアップ助成金のご案内 (令和６年度版)

助 成 内 容 助成額
中小企業の場合 大企業の場合

正

社

員

化

支

援

正社員化コース

有期雇用労働者等を正社員化(※)
した場合（１人当たり）

※ 正規雇用労働者等へ転換または派遣労
働者を正規雇用労働者等として直接雇
用すること。

正規雇用労働者には「多様な正社員
（勤務地限定・職務限定・短時間正社
員）」を含みます。

①有期 → 正規 80万円 60万円

②無期 → 正規 40万円 30万円

※ 派遣労働者を派遣先で正規雇用労働者で直接雇用する場合に加算

１人当たり28.5万円（大企業も同額）

※ 対象者が母子家庭の母等又は父子家庭の父の場合に加算

①：１人当たり9.5万円 ②：4.75万円（大企業も同額）

※ 人材開発支援助成金の訓練修了後に正社員化した場合に加算

(自発的職業能力開発訓練または定額制訓練以外の訓練修了後)

①：１人当たり9.5万円 ②：4.75万円（大企業も同額）

(自発的職業能力開発訓練または定額制訓練修了後)

①：１人当たり11万円 ②：５.5万円（大企業も同額）

※ 正社員転換等制度を新たに規定し、当該区分に転換等した場合に加算

１事業所当たり20万円（大企業の場合、15万円）

※ 多様な正社員制度(注)を新たに規定し、当該区分に転換等した場合に

加算（注：勤務地限定・職務限定・短時間正社員いずれか１つ以上）

１事業所当たり40万円（大企業の場合、30万円）

障害者正社員化
コース

障害のある有期雇用労働者等を
正規雇用労働者等に転換した
場合（１人当たり）

※ 正規雇用労働者には「多様な正社員
（勤務地限定・職務限定・短時間正社
員）」を含みます。

① 重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者の場合

有期 → 正規 120万円 90万円

有期 → 無期 60万円 45万円

無期 → 正規 60万円 45万円

② 重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者以外の場合

有期 → 正規 90万円 67.5万円

有期 → 無期 45万円 33万円

無期 → 正規 45万円 33万円

※ 助成額が支給対象期間における対象労働者に対する賃金の額を超える
場合には、当該賃金の総額を上限額として支給します。

処

遇

改

善

支

援

賃金規定等改定
コース

有期雇用 労働者 等の基 本給の
賃金規定等を３％以上増額改定し、
その規定を適用させた場合（1人
当たり）

3％以上5％未満 5万円 3.3万円

5％以上 6.5万円 4.3万円

※ 「職務評価」の手法の活用により増額改定を実施した場合に加算

１事業所当たり20万円（大企業の場合、15万円）

賃金規定等
共通化コース

有期雇用 労働者 等と正規雇用
労働者との共通の賃金規定等を
新たに規定・適用した場合

１事業所当たり 60万円 45万円

賞与・退職金
制度導入コース

有 期 雇 用 労 働 者 等 を 対 象 に
賞与・退職金制度を導入し、
支給または積立を実施した場合

１事業所当たり 40万円 30万円

※ 同時に導入した場合に加算 16.8万円（大企業の場合、12.6万円）

社会保険適用時
処遇改善コース

短時間労働者に以下のいずれかの
取組を行った場合（１人当たり）

①新たに社会保険の被保険者と
なった際に、手当支給・賃上げ・
労働時間延長を行った場合

②労働時間を延長して新たに社会
保険の被保険者とした場合

手当等支給
メニュー

50万円 37.5万円

併用メニュー 50万円 37.5万円

労働時間延長
メニュー

30万円 22.5万円

｢キャリアアップ助成金｣は、有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者（以下「有期雇用労働者等」
といいます。）といった、非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、
処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。

※ 短時間労働者労働時間延長コースは令和６年３月31日を以て廃止し、当該日に行った取組まで助成を受けられます。
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◆ 詳しくは、最寄りの都道府県労働局またはハローワークにお問い合わせください。

◆ パンフレット、申請様式、Q&Aは厚生労働省ホームページに掲載しています。

キャリアアップ助成金 検 索

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html

＜事業主＞ ＜労働局･ハローワーク＞

｢キャリアアップ助成金｣の活用に当たっては、

各コースの実施日の前日までに「キャリアアップ計画」の提出が必要です。

キャリアアップ計画

の作成支援・認定

就業規則等の

改定方法の相談等

支給審査

支給決定

キャリアアップ助成金の申請までの流れ

キャリアアップ計画の作成・提出※

支給申請
（取組後６か月の賃金を支払った日の翌日から起算して２か月以内）

正社員化支援
に関するコース

就業規則等の改定
（転換規定がない場合等）

就業規則等に基づく
正社員化

正社員化後６か月分の
賃金の支払い

（正社員化前6か月と比較して
３％以上賃金の増額が必要）

処遇改善支援
に関するコース

取組の実施
（就業規則の改定等）

取組後６か月分の
賃金の支払い

※ 計画の提出（支給申請）は、窓口への持参、郵送、電子申請によって行うことができます。
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｢キャリアアップ助成金」は、非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを

促進するため、正社員化、処遇改善の取り組みを実施した事業主に対して助成金

を支給する制度です。

このリーフレットの内容①～④は、2023年11月29日以降に正社員化した場合

に適用されます。

正社員化コースとは
有 期 雇 用 労 働 者 等 を 正 規 雇 用 労 働 者 に 転 換 等 を
し た 場 合 に 助 成 金 を 支 給 し ま す 。

LL051129 No.14

事業主の皆さまへ

キャリアアップ助成金

「正社員化コース」を拡充しました！
2023年11月29日以降における変更点のご案内

支給対象期間を現行の「６か月」から「12か月」に拡充します。拡充に伴い、６か月

あたりの助成額を見直します。

都道府県労働局・ハローワーク

企 業 規 模 現 行 拡充

中 小 企 業 57万 円 80万円

大 企 業 42.75万 円 60万円

※   現 行 / 中 小企 業： １期 （６ か月 ）で 57 万円 助成 。

※ 拡 充 後 / 中小 企業 ：２ 期（ 12 か月 ）で 80万 円助 成。 （1 期あ たり 40万 円）

※ 有 期 か ら 正 規の 場合 の 助成 額。 無期 から 正規 の場 合は 上記 の半 額。

※ 1 人 目 の 正 社員 転換 時に は、 ③ま たは ④の 加算 措置 あり 。

現 行 拡充

6か月以上３年以内 ６か月以上

対象となる有期雇用労働者
の雇用期間

対象となる有期雇用労働者の雇用期間を現行の「６か月以上３年以内」から「６か月

以上」に緩和します。

※ 有 期 雇 用 期 間 が通 算５ 年 を超 えた 有期 雇用 労働 者に つい ては 、助 成額 は「 無期 から 正規 」の

転 換 と 同 額 と する 。

①助成金（1人当たり）の見直し拡充

②対象となる有期雇用労働者の要件緩和拡充
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新設

20万円

（大企業 15万円）

正社員転換制度を新たに規定し、
当該雇用区分に転換等した場合

※１事業所当たり加算額(1事業所
当たり1回のみ)

１人目の転換時に①＋③で

合計100万円

（大企業75万円）助成

※「無期から正規」の転換制度を新たに規定した場合も同額を加算。

現 行 拡充

９.5万円 40万円
(大企業 30万円)

「勤務地限定・職務限定・短時
間正社員」制度を新たに規定し、
当該雇用区分に転換等した場合

※１事業所当たり加算額(1事業
所当たり1回のみ)

（大企業 7.125万円）

１人目の転換時に

①＋④で合計120万円

（大企業90万円）助成

LL051129 No.14

キャリアアップ計画書について

・キャリアアップ助成金をご利用いただくには、事前にキャリアアップ計画書を管轄の都道府

県労働局へ提出することが必要です。

・③、④の加算措置について、「正社員転換制度」または「多様な正社員制度」を新たに設け

た日と当該雇用区分に転換した日のいずれも同一のキャリアアップ計画期間に含まれている

必要があります。

・2023年10月以降、計画書をチェックボックス式に変更し、記載方法を簡素化しています。

・詳細は厚生労働省ウェブサイト等をご確認ください。

新たに正社員転換制度の導入に取り組む事業主に対する加算措置を新設します。

③正社員転換制度の規定に関する加算措置新設

※「無期から正規」の転換制度を新たに規定した場合も同額を加算。

多様な正社員（勤務地限定・職務限定・短時間正社員）制度規定に関する加算額を増額します。

④多様な正社員制度規定に関する加算措置拡充

＜キャリアアップ助成金＞

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/

jigyounushi/career.html

＜キャリアアップ計画様式・申請様式のダウンロード＞

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000118801_00012.html
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年収の壁対策として

労働者１人につき最大50万円助成します！

事業主の皆様へ ＬＬ０６０２０１ Ｎｏ．６

要 件
1 人 当 た り
助 成 額

① 賃金の15％以上を追加支給
（ 社 会 保 険 適 用 促 進 手 当 な ど ）

1年目

20万円 ( 注 )

② 賃金の15％以上を追加支給
（ 社 会 保 険 適 用 促 進 手 当 な ど ）

3 年 目 以 降 、 ③ の 取 組

2年目

20万円 ( 注 )

③ 賃金の 1 8％以上を増額
3年目

10万円

（１）手当等支給メニュー

週所定労働時間
の延長

賃金の
増額

1人当たり
助成額

4時間以上 ー

30万円

3時間以上
4時間未満

５％以上

2時間以上
3時間未満

10％以上

１時間以上
2時間未満

15％以上

（２）労働時間延長メニュー

◆社会保険適用促進手当

事業主が社会保険適用に伴い手取り収入を減らさないよう
手当を支給した場合は、本人負担分の保険料相当額を上限として
社会保険料の算定対象としません。

※ 助成額は中小企業の場合。大企業の場合は３／４の額。
※ （２）４時間未満の延長の場合は、併せて基本給の増額が必要。
※ １年目に（１）①の取組による助成（20万円）を受けた後、

２年目に（２）の取組による助成（30万円）を受けることも可
能（併用メニュー）。

（上述の組み合わせの場合に限り、同一の対象者についてメニューをまたい
だ助成を受けることができます。）

キャリアアップ計画書を事前に提出しましょう！

2023（令和５）年10月から、キャリアアップ助成金に
｢社会保険適用時処遇改善コース｣を新設しました！

〇労働者を新たに社会保険に加入させるとともに、収入を増加させる取組を行った事業主に助成

事業主の皆様の

人手不足の解消へ！

※ 本助成金については、2023（令和５）年10月１日から2026（令和８）年３月31日までの間に新たに社会保険の
加入要件を満たし、適用されることとなった労働者が対象になります。

※ キャリアアップ計画書を作成し、取組を開始する日の前日までに、管轄労働局まで

提出してください。（不備があると当日の受理ができませんので、余裕を持ってご準備ください。）

労働者にとって、
・「年収の壁」を意識せず働くことができる。
・社会保険に加入することで処遇改善につながる。

出典：政府広報オンライン（https://www.gov-online.go.jp/media_relations/commercials/202312/video-270966.html）

キャリアアップ助成金

（社会保険の適用）

取組開始

労働時間延長
メニュー

賃上げ、労働時間
延長の取組

手当等の支給 手当等の支給 賃上げ、労働時間
延長の取組

併用メニュー

手当等の支給 手当等の支給 手当等の支給 手当等の支給
基本給（総支給額）
の増額

手当等支給
メニュー

６ヶ月 １年 １年６ヶ月 ２年 ２年６ヶ月

キャリアアップ
計画書の提出

2ヶ月

支給申請
（１回目）

2ヶ月

支給申請
（２回目）

2ヶ月

支給申請
（３回目）

2ヶ月

支給申請
（４回目）

2ヶ月

支給申請
（５回目）

(注)1,2年目は取組から6ヶ月ごとに支給申請（１回あたり10万円支給）

賃上げ等、労働時間
延長あるいはその両
方による増額

【令和６年２月版】
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その労働者の社会保険加入日から最長２年間の手
当※３等の支給後の働き方について、労使で話し合
いを行う予定ですか。

2

対象となる労働者をチェックしましょう！

雇用している短時間労働者の中に、2023（令和5）年10月以降、
新たに社会保険の被保険者の要件※１を満たす方はいますか。

いいえ

その労働者は、社会保険加入日から２か月以内に、週所
定労働時間を一定時間延長すること※２ができますか。

その労働者は、社会保険加入日から１
年が経過した時点で、労働時間の延長
ができる見込みですか。

(1)手当等支給
メニュー

(1)(2)の
併用メニュー

(2)労働時間延長
メニュー

社会保険適用に関する支
給要件には該当しません。

本助成金の他のコースの
活用をご検討ください。

その労働者は、以下の①、②の両方に該当する方ですか。
① 社会保険加入日の6か月前の日以前から継続して雇用されている。
② 社会保険加入日から過去2年以内に同事業所で社会保険に加入して

いなかった。

はい

○ キャリアアップ助成金の申請方法や助成額などの詳細については、都道府県労働局または管轄のハ
ローワークまでお問合せください。

○ 各都道府県の働き方改革推進支援センターでも助成金に関する相談を受け付けています。
最寄りのセンターの連絡先は

○ 「年収の壁突破・総合相談窓口」（コールセンター）にもご相談いただけます。

※１ 厚生年金保険の被保険者数が常時101人以上である事業所の場合は、週の所定労働時間が20時間
以上かつ所定内賃金が月額8.8万円以上で学生ではないこと。100人以下の事業所の場合は、週の所
定労働時間及び月の所定労働日数が常時雇用のフルタイム従業員の4分の3以上である者であること。

※２ 週所定労働時間を4時間以上延長、または3時間以上延長するとともに基本給を5％増額改定する
等の措置。詳しくは、表面の「（２）労働時間延長メニュー」をご覧ください。

※３ 社会保険適用促進手当（標準報酬月額が10.4万円以下の者に対して、事業主が支給する場合、最長
2年間、社会保険の標準報酬月額・標準賞与額の算定対象に含めない取り扱いとする手当）

厚生労働省公式HP0120-030-045 受付時間 平日 ８:３０～１８：１５
（土日・祝日・年末年始（12/29～1/3）はご利用いただけません。）

年収の壁突破・総合相談窓口（フリーダイヤル・無料）

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

働き方改革推進支援センター 無料相談窓口 検索
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「人材確保等支援助成金（人事評価改善等助成コース）」は、生産性向上のための人事評

価制度と賃金制度の整備を通じて、生産性の向上、賃金アップ及び離職率の低下を図る事

業主に対して助成するもので、人材不足の解消を目的としています。

厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク

人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース）
を活用してみませんか？

従業員の賃金アップと生産性の向上に取り組む事業主の皆さまへ

認定を受けた①の整備計画に基づく人事評価制度等の整備

人事評価制度等の実施

助成金の支給

80万円

人事評価制度等整備計画の作成・提出

支給申請
【提出期間】人事評価制度等の実施日又は評価時離職率算定期間の末日のい

ずれか遅い日の翌日から起算して２か月以内

助成金の概要

事業主が、生産性向上のための人事評価制度と労働者の賃金アップを含む賃金制度
（以下「人事評価制度等」と表記します。）を整備し、実施することを通じて、生産
性向上を図り、労働者の賃金の３％以上のアップ、離職率の低下に関する目標を達成
した場合に支給します。

支給額：80万円

助成金支給までの流れ

（提出期間内に、本社の所在地を管轄する都道府県労働局へ提出）

（労働協約または就業規則に明文化することが必要）

（人事評価制度等対象労働者に該当する者の全員に実施することが必要）

（本社の所在地を管轄する都道府県労働局へ提出）

１

２

３

４ ５

支給要件、手続きなどの詳細について、ご不明な点は、以下のURLを参考にしてください。
URL：https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000199313.html

LL060401確02

21

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000199313.html


○労働者の生産性の向上に資すると見込まれる制度である

○労働組合又は労働者の過半数を代表する者と合意したものである

○人事評価の対象・基準等が明確である

○労働者に開示されている

○労働者個人の意思によって向上させることが可能な項目を対象にしている

○評価の基準が、年齢又は勤続年数のみで一義的に決定されるものではない

○評価が年１回以上行われる

○人事評価による評定と賃金の変動の幅との関係が明確であること

○賃金表が定められていること

○新制度等における人事評価を受けた人事評価制度等対象労働者が新制度にお

いて平均的な評定を受けた場合の賃金額について、新制度適用前と比べて

３％以上増加する見込みである。また、全ての人事評価制度等対象労働者の

総額も３％以上増加する見込みである

○賃金の額の引き下げを行う等、助成金の主旨・目的に反する人事評価制度等

でない

人事評価制度・賃金制度の主な要件

賃金アップを伴う人事評価制度・
賃金制度を整備し、その情報を開
示することで、従業員の意欲が向
上し、さらに生産性もアップ！

従業員のモチベー
ションを上げて、事
業所の生産性を向上
させる方法はないか

なあ・・・

（参考）人事評価制度導入のイメージ たとえば、こんなケースが該当します。

事業所の課題 解決策

詳しい支給要件、手続きなどの詳細について、ご不明な点は、以下の
URLを参考にしてください。
URL：https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000199313.html
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助成金を活用して「在籍型出向」で労働者のスキルアップに取り組みませんか

在籍型出向を活用し、「産業雇用安定助成金

（スキルアップ支援コース）」を受給しませんか？

「在籍型出向」では、自社にはない実践での経験による新たなスキルの習得が期待できます。
労働者のスキルアップを在籍型出向で行い、条件を満たした場合には、出向元事業主に対し
ての助成金が支給されます。積極的にご活用ください。

都道府県労働局・ハローワーク LL051109政01

助成対象となる「出向」とは？

中小企業 中小企業以外

助成率 ２／３ １／２

助成額
以下のいずれか低い額に助成率をかけた額（最長１年まで）
イ 出向労働者の出向中の賃金※１のうち出向元が負担する額
ロ 出向労働者の出向前の賃金の１／２の額

上限額 8,490円※２／１人１日当たり
（1事業所１年度あたり1,000万円まで）

※１ 出向中の労働者に対する賃金は出向前に支払っていた賃金以上の額を支払う必要があります。
※２ 雇用保険の基本手当日額の最高額（令和5年8月1日時点）。毎年8月に改正されるためご注意ください。

助成額の算出例（イメージ）

労働者のスキルアップを目的とすること※

出向した労働者は、出向期間修了後、元の事業所に戻って働くことが前提であること
労働者の出向復帰後６か月間の各月の賃金を出向前賃金と比較していずれも５％以上上昇
させること。

助成の内容 対象：出向元事業主（企業グループ内出向の場合は支給されません）

以下のすべてに該当する出向を指します。

条件例：
• 出向元は中小企業
• 出向前の賃金日額、出向中の賃金日額はいずれも 9,000円
• 出向元賃金負担 3,600円、出向先賃金負担 5,400円 (出向元の賃金負担が4割)
• 出向復帰後の賃金日額 9,450円

助成率：２／３
助成額：2,400円（上限額の条件である日額8,490円以下も満たしている）
イ：3,600円
ロ：4,500円(9,000×1/2) となるため、低い額はイとなり、
具体的な金額は 3,600円×２／３＝2,400円
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１
出向元事業主と出向先事業主との契約※1

労働組合などとの協定

出向予定者の同意

※1 出向元事業主と出向先事業主との間で、出向期間、出向
中の労働者の処遇、出向労働者の賃金額、出向元・先の
賃金などの負担割合などを取り決めてください。

※2 出向元事業主が出向計画届を作成し、出向開始日の前日
（可能であれば２週間前）までに都道府県労働局または
ハローワークへ提出してください。

※3 労働者の出向復帰後６か月間の各月の賃金を出向前賃金
と比較していずれも５％以上上昇させる必要があります。

※4 出向復帰後６か月後の賃金支払日の翌日から起算して２
か月以内に出向元事業主が支給申請書を作成し、都道府
県労働局またはハローワークへ提出してください。

※5 支給申請書に基づき、出向元事業主に助成金を支給しま
す。

２
出向計画届（スキルアップ計画を含む）

提出・要件の確認※2

３ 出向の実施（１か月間～２年間）

４ 出向から復帰（賃金上昇）※3

５
支給申請※4

助成金受給※5（最長１年分）

受給までの流れ

｢在籍型出向｣の活用事例

日本酒醸造業（出向元）

コロナ禍のため海外で人気が高い日本酒の輸
出にも影響は出ているが、将来的に酒米の栽
培も視野に入れている。今後のために米作り
を行っている法人に若手従業員を出向し技術
習得をさせたい。

耕種農業（出向先）

水稲、大豆など生産・出荷を行っている。大型
農業機械を導入しスマート農業で生産性向上を
図ることで、週休二日制や大型特殊車両の資格
取得支援など従業員の労務管理を行っている。

温泉旅館業（出向元）

老舗旅館を経営しているが、最新型ホテルの
優れたサービスを学ぶため、出向させたい。

ホテル・サービス業（出向先）

老舗旅館からの出向であることから、スタッフ
のスキルアップにもつながると考え、初めて出
向を受け入れた。

製造業（出向元）

事業体制見直しの中で新製品の事業開拓を進
めるため、従業員のスキルアップやキャリア
形成をしたい。
ロボット組立の最先端工場で経験を積ませ、
組立技術やライン管理、安全管理技能等の習
得を目指すことにした。

産業用電気機械器具製造業（出向先）

海外でのロボット需要拡大で製造現場の人員が
不足しており、質の高い人材を探していた。
違う環境・職種へチャレンジしたいという意欲
のある人材を受け入れることとした。

助成金を受ける際の支給要件は、このリーフレットに記載されている以外にもあります。
ご不明な点は、最寄りの都道府県労働局、ハローワークまでお問い合わせください。
※助成金の相談・申請先は（公財）産業雇用安定センターではありません。ご注意ください。

申請・お問い合わせ先
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お問い合わせ先

産業雇用安定センターは、企業間の出向や移籍を支援することにより「失業なき労働移動」
を実現するため、1987年に国と事業主団体などが協力して設立された公益財団法人です。
設立以来、24万件以上の出向・移籍の成立実績があります。

産業雇用安定センターHPはこちら→

出向元企業
在籍型出向を活用し、労働者のスキルアップを図りたい企業

ਓ

౻
৷


७
থ
ॱ
␗

送出情報
の収集

受入情報
の収集

事業所訪問など
により送出情報
や受入情報を
収集

出向元と出向先との
間で、出向に関する
諸条件を事前に話し
合いの場を設定

✓ 出向期間や出向期間中の賃金・

労働時間等の労働条件等の明示

✓ 出向対象労働者の選定・募集

✓ 出向対象労働者の同意や労働組合
との合意

✓ 就業規則等に出向規定を整備

など

STEP３：職場見学

出
向
契
約
の
締
結

STEP４

ল

भ
৫


STEP５

ই
⑀
ট
␗
॔
⑁
উ

STEP１：情報収集 STEP２：企業間面談

【社内手続き】

出向元の人事労務担当者、
出向対象労働者や労働組
合に、出向先の職場や職
務内容、勤務時間の実態
などの職場見学の場を設
定

✓ 出向期間や職務内容の規定
✓ 賃金負担などの取り決め
✓ 勤務時間や時間外労働など
労働条件の明確化

✓ 社会保険等の取り扱い
など

出向先企業
在籍型出向を活用して、一時的に人材を確保したい企業

マッチング

マッチング 職場見学

STEP６
ল

੪
੫

ृ
ਓ
౻
७
থ
ॱ
␗
प
े
ॊ
ಲ
ਢ

ऩ
ই
⑀
ট
␗
॔
⑁
উ

マッチング支援の流れ

（公財）産業雇用安定センターではスキルアップ支援コー
ス（在籍型出向）のマッチングを無料で支援しています

受入情報の検索はこちら→

おすすめの利用方法

■助成金の利用にあたり、センターのウェブサイトから、
全国の労働者の受入れを希望している事業所（出向受入情報※）
の業務の内容を見ることができます。
※ウェブサイトや検索はどなたでもご利用できます

※助成金の利用の可否については、都道府県労働局またはハローワークへお問合せ下さい。

■従業員のスキルアップを実施したい業務を探し、スキルアップを実施したい業務が見つ
かったら、全国47都道府県にあるセンター事務所のうち、御社所在の都道府県のセン
ター事務所に連絡してください。
センターが、ご希望の事業所とのマッチングを進めます！
※受入方法が「移籍」の場合であっても、産業雇用安定センターが事業所と話し合いをし、「在籍型出向」として
実施できる場合があります。まずはセンターにご相談ください。
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採用をお考えの事業主の皆さまへ

早期再就職支援等助成金（雇入れ支援コース）のご案内

LL060329政01

事業主の経済的事情により離職を余儀なくされた労働者で「再就職援助計画」の対象となった方また
は雇用保険の特定受給資格者の方を、早期に雇い入れ、賃金（※）を雇い入れ前の賃金（※）より
５％以上上昇させた事業主に対して助成します。
※ 毎月決まって支払われる賃金をいいます。詳細は、下部二次元バーコードからガイドブックｐ11ページをご参照ください。

早期雇い入れ助成

早期雇い入れ助成の対象者に対して、雇い入れ日から６か月以内に訓練を開始した場合に助成

「再就職援助計画」
事業規模の縮小など経済的事情で相当数の労働者が離職を余儀なくされる場合、事業主は、労働者に対する
「再就職援助計画」を作成し、ハローワークの認定を受ける必要があります。

「再就職援助計画対象労働者」
再就職援助計画の対象となった方のことを指し、証明書をお持ちです。

「雇用保険の特定受給資格者」

倒産や解雇など、主に会社都合により離職した方のことを指します。

※特定受給資格者および特定理由離職者の範囲の概要：https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_range.html

通 常 優 遇助 成 ※ 1

OFF-JT

賃金助成 960円（480円）／時間 1,060円（580円）／時間

経費
助成

10時間以上
100時間未満

15万円（10万円） 25万円（20万円）

100時間以上
200時間未満

30万円（20万円） 40万円（30万円）

200時間以上 50万円（30万円） 60万円（40万円）

OJT 実施助成 20万円（11万円）

※1 優遇助成は、一定の成長性が認められる事業所の事業主が、「再就職援助計画対象労働者証明書」に「特例対象者」
として記載された方を雇い入れた場合に適用されます。

※ （）の記載の金額は中小企業事業主以外の場合の支給金額です。

再就職援助計画
対象労働者証明書

貴社に雇い入れられる直前の離職の際「再就職援助計画対象労働者（※）」であった方
または雇用保険の特定受給資格者であった方

※再就職援助計画対象労働者は、「再就職援助計画対象労働者証明書」をお持ちですの
で、採用応募時や面接時に証明書の有無を確認してください。

通常 優遇助成 ※１

30万円 40万円

・都道府県労働局・ハローワーク

助成金の対象

労
働
者

事
業
主

① 「再就職援助計画対象労働者」または「雇用保険の特定受給資格者」を、その離職
日の翌日から３か月以内に、雇用保険被保険者かつ期間の定めのない労働者として
雇い入れた事業主

② 当該労働者を、雇い入れ日から６か月を超えて引き続き雇用している事業主

助成額（対象労働者１人あたり）

人材育成支援

2024（令和6）年４月１日改正

ガイドブックは
こちらから→

27



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 

28



LL060401企02・都道府県労働局・ハローワーク

特定求職者雇用開発助成金（成長分野等人材確保・育成コース）のご案内

就職が困難な方を、デジタル分野などで採用すると

助成金の額が通常より上がります

事業主の皆さまへ

支 給 額

デジタル・グリーン分野（以下、成長分野等）の業務に従事させる事業主が、就職困難者（障害者、

高齢者、母子家庭の母、就職氷河期世代など）を継続して雇用する労働者として雇い入れ、職場定着

に取り組む場合に、特定求職者雇用開発助成金の他のコースより高額の助成金を支給します。

• 半年ごとに助成金を支給します。「２期」の支払い方法の場合、採用から半年後(１期)、１年後(２期)に

２回支給するイメージです。

• 「短時間」労働者は、 １週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者のことをいいます。

• 所定労働時間より著しく実労働時間が短い場合には、支給額が減額されることがあります。

※(  )内は大企業に対する支給額

採 用 す る 労 働 者 合 計 助 成 額 支 払 い 方 法

母子家庭の母、60歳以上の方

生活保護受給者等

ウクライナ避難民

補完的保護対象者※ など

90万円（75万円）
短時間：60万円（45万円）

45万円（37.5万円）×２期
短時間：30万円(22.5万円）×２期

就職氷河期世代不安定雇用者 90万円（75万円） 45万円（37.5万円）×２期

身体・知的障害者

発達障害者、難治性疾患患者
180万円（75万円）
短時間：120万円（45万円）

45万円×4期（37.5万円×２期）
短時間：30万円×４期(22.5万円×２期）

重度障害者、45歳以上の障害者、

精神障害者
360万円（150万円）

短時間：120万円（45万円）

60万円×６期（50万円×３期）
短時間：30万円×４期(22.5万円×２期）

成 長 分 野 の 業 務

※ 出入国管理及び難民認定法第61条の２第２項に規定する補完的保護対象者の認定を受けている者

「成長分野の業務に従事させる事業主」に該当するかどうかは、対象労働者に従事させる業務内容

で判断します。具体的には、次の専門的な職業に関する業務が該当します。

「成長分野の業務に従事させる事業主」の判断基準

デジタル

分野

職業分類表※の「情報処理・通信技術者」、「その他の技術の職業(データサイエ

ンティストに限る)」及び「デザイナー（ウェブデザイナー、グラフィックデザ

イナーに限る）」に該当する業務 具体的な例は次ページをご覧ください。

グリーン

分野

職業分類表※の「研究・技術の職業」に該当する業務（脱炭素・低炭素化などに

関するものに限る）

※職業分類表について
第5回改定 厚生労働省編職業分類「職業分類表」

情報処理・通信技術者 研究・技術の職業

・少しでも成長分野等の業務を行えばよい、少しでも要素が入っていればよい

というものではなく、対象労働者が従事する業務の主たる部分が成長分野の

業務に該当するといえる必要があります。

・対象業務に該当するかは、求人票や雇用契約書などにより確認します。
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対 象 事 業 主 ・ 対 象 と な る 「 成 長 分 野 の 業 務 」

①～④のすべてに該当する事業主です。

① 対象労働者種別に対応する特定求職者雇用開発助成金の他のコースの支給要件をすべて満たすこと。
→詳細は各コースのリーフレットをご確認ください。

② 対象労働者を、次のいずれかの成長分野の業務に従事させる事業主であること。

・デジタル化関係業務 ・グリーン化、カーボンニュートラル化関係業務

③ 対象労働者に対して、雇用管理改善または職業能力開発に関する取り組みを行うこと。

④ ②と③についての報告書を提出すること。

事 業 主 に 関 す る 要 件

□ 雇用保険の適用事業主であること

□ 対象労働者の賃金を支払っていること

□ 労働保険料を滞納していないこと

□
採用日前後６か月間に事業主都合による解雇※

をしていないこと ※勧奨退職を含みます

□

採用日前後６か月間に、倒産や解雇など特定受給資

格者となる理由で離職した被保険者の数が、対象労

働者の採用日における被保険者の６％を超えている

場合（特定受給資格者となる離職者が３人以下の場

合を除く）

◼ 上記以外にも、支給要件があります。詳細は、https://www.mhlw.go.jp/content/000923200.pdfをご覧ください。

◼ 他の助成金の支給を受けている場合は、支給対象とならない場合があります。

◼ 国、地方公共団体、行政執行法人など（これらの機関からの委託事業を実施している事業主で、対象労働者が当該委託事業に従事する

場合を含む）の機関は支給対象とならない場合があります。

◼ この助成金を受給した事業主は、国の会計検査の対象になることがあり、検査の対象となった場合は、ご協力ください。また、関係書

類は、支給決定がされた時から５年間整理保存してください。

◼ 偽りその他不正な行為によって助成金の支給を受け、または受けようとした場合は、不支給決定または支給決定の取り消しを行います。

この場合、すでに支給された助成金は全額を返還するともに、不支給決定または支給決定の取り消しを受けた日以後５年間は各種助成

金の支給を受けることができません。さらに、特に悪質なものについては、原則公表となるほか、詐欺罪などにより刑罰に処される場

合があります。

対 象 労 働 者 に 関 す る 要 件

□
ハローワークなどの職業紹介以前に採用に向けた選考を

開始した者でないこと

□ 職業紹介時点で、在職している者でないこと
※就職氷河期世代などの場合を除きます。

□
採用した事業所と関係のあった者でないこと
※過去３年間に事業所で就労させたことがある場合

※事業主と３親等以内の親族である場合 など

□
助成金の対象期間の途中などにおいて、離職した労働者

でないこと
※労働者の責めに帰すべき理由による解雇などは除きます。

□
性風俗関連営業などを行っており、接待業務などに従事

する労働者でないこと

ご 注 意 く だ さ い

主 な 支 給 要 件

「 成 長 分 野 の 業 務 」 の 例

・職業分類007-05 自動車生産技術者（例えば、電気自動車など）
・職業分類008-02 建築工事現場監督（例えば、ZEH住宅の建築など）
・職業分類006-02 発電機開発技術者（例えば、太陽光発電・風力発電など）・リチウム電池開発技術者
・職業分類006-99 CO2吸収コンクリート、ゼロカーボンスチールなどの開発技術者、

エコマーク認定製品の開発技術者 など

・職業分類009 情報処理・通信技術者（ソフトウェア開発）

プログラマー、システムエンジニア、コーダー、デバッグ作業員、テストエンジニア など

・職業分類010 情報処理・通信技術者（ソフトウェア開発を除く）

システムコンサルタント、システムアーキテクト、プロジェクトマネージャ、システム運用管理者、
システム運用オペレーター、システム保守員、社内サポートデスク、社内ヘルプデスク、
サーバーエンジニア、 ネットワークエンジニア、電気通信技術者、セキュリティエンジニア など

・職業分類011 その他の技術の職業 ・職業分類017 デザイナー

データサイエンティストに限る ウェブデザイナー、グラフィックデザイナーに限る

デジタル分野

グリーン分野
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対 象 労 働 者

１ ハローワーク等からの紹介 ハローワーク、地方運輸局、適正な運用を期することのできる特定地方

公共団体、有料・無料職業紹介事業者または無料船員職業紹介事業者の

紹介で雇い入れた場合のみ、助成金の対象となります。

３ 助成金の第１期支給申請

４ 支給申請書の内容の調査・確認

５ 支給・不支給決定

支給申請の手続き

６ 助成金の支給

提出した支給申請書の記載事項などを支給要件に照らして審査します。

適正と認められる場合、助成金が支給されます。審査には一定の期間を

要します。審査結果は申請した事業主に通知書を送付して告知します。

支給決定から事業主指定の金融機関口座に振り込まれるまでに、一定の

期間を要します。

２ 対象者の雇入れ

・支給対象期ごとに、労働局またはハローワークに申請を行います。

・「実施結果報告書」(様式第15号成)を添付して申請してください。

第２～６期支給申請も同様の手続きが必要です

支 給 申 請 の 流 れ →支給申請の手続きは４ページをご確認ください

通 常 の コ ー ス 名 対 象 労 働 者 種 別

特定就職困難者コース

・60歳以上の方 ・身体障害者 ・知的障害者

・精神障害者 ・母子家庭の母等 ・父子家庭の父

・ウクライナ避難民 ・補完的保護対象者※ など

発達障害者・難治性疾患

患者雇用開発コース
・発達障害者 ・難治性疾患患者

就職氷河期世代

安定雇用実現コース
・就職氷河期世代で不安定な雇用を繰り返す者

生活保護受給者等

雇用開発コース
・生活保護受給者 ・生活困窮者

就 職 が 困 難 な 方

正規雇用、無期雇用、有期雇用（自動更新※ ）として採用する方が対象です

※ 「対象労働者が望む限り更新できる契約」の場合のみ助成対象となります。勤務成績等により更新の有無を判断する場

合等は助成対象となりません。

※ 「就職氷河期世代安定雇用実現コース」は、正規雇用の場合のみ助成対象となります。

未経験職種に就職する方が対象です

• 求人内容と職業相談の内容を踏まえて、ハローワークなどから「未経験職種への就職を希望する方」として職業紹介を

します。原則は、それをもって対象者の要件に該当するものとなります。なお、ハローワークでは、求人票の職業分類

番号に該当する職種の経験がない場合を未経験職種と扱います。

• 経験１年未満の職種も、未経験職種として取り扱います。

採 用 の 雇 用 形 態

こ れ ま で の 職 歴

• 採用日時点の満年齢が「65歳未満」の方のみ対象となります（ただし、「高年齢者（60歳以上）」は65歳以上の方

も助成対象となります。また「就職氷河期世代不安定雇用者」は、 1968年４月２日から1988年４月１日生まれの方

が助成対象です。）

※ 出入国管理及び難民認定法第61条の２第２項に規定する補完的保護対象者の認定を受けている者
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支 給 申 請 の 手 続 き

●助成金は、支給対象期
※

ごとに、２～６回に分けて支給します。

●支給申請は、支給対象期ごとに事業所の所在地を管轄する労働局またはハローワークに行います。

●支給申請期間は、各支給対象期
※
の末日の翌日から「２か月以内」です。

●支給申請をする際は、報告書などを提出する必要があります。

※支給対象期は、起算日から６か月間ごとに区切った期間です。

起算日は、次のようになります。

・賃金締切日が定められていない場合は、雇入れ日

・賃金締切日が定められている場合は、雇入れ日の直後の賃金締切日の翌日

（ただし、賃金締切日に雇い入れられた場合は、雇入れ日の翌日、賃金締切日の翌日に雇い入れられた場合は雇入れ日）

12/15 6/15

4/15

4/16

６か月 ６か月

4/15

10/16

4/1 4/16 10/15

２か月 ２か月

支給対象期（第１期）

例：４月１日に中小企業事業主が高年齢者を雇い入れた場合

雇
入
れ
日

賃
金
締
切
日

支給対象期（第２期）

起

算

日

支給申請期間（第１期）

10月１6日～12月15日

支給申請期間（第２期）

４月16日～６月15日

• 対象労働者が支給対象期の途中に離職した場合は、当該支給対象期については原則助成金の支給を受けるこ

とはできません。

• 所定労働時間より著しく実労働時間が短い場合や週当たりの賃金額が「最低賃金×30時間」を下回る場合に

は、支給額が減額されることがあります。

• 「成長分野の業務」と認められなかった場合は「通常のコース」の支給額となります。

⚫ 申請書類の様式

⚫ 支給申請書の記入例 ⚫ お問い合わせ先

申 請 書 類 な ど

支給申請に必要な書類

※このほかにも労働局から書類の提出を求める場合があります

□ 支給申請書（様式第３号または４号）

□ 出勤簿等

□ 雇用契約書又は雇入れ通知書

□ 実施結果報告書（様式第15号成）

□ 賃金台帳等
□ 対象者であることを証明するための書類
□ 対象労働者雇用状況等申立書（様式第５号）
□ 支給要件確認申立書（共通要領様式第１号）

⚫ 電子申請のご案内

リンクはこちらリンクはこちら

リンクはこちら
リンクはこちら

⚫ そのほかの「よくあるご質問」

リンクはこちら
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90 360

就職が困難な方（未経験職種への就職を希望する方）を「採用」し「訓練」を行い

「賃金引上げ」を実現すると以下の助成が受けられます。
（「訓練」や「賃金引上げ」が行われない場合は、通常のコースの助成金が支給されます）

助 成 額 特定求職者雇用開発助成金（成長分野等人材確保・育成コース）

• 半年ごとに助成金を支給します。「２期」の支払い方法の場合、採用から半年後(１期)、１年後(２期)に

２回支給するイメージです。

• 「短時間」労働者は、 １週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者のことをいいます。

• 所定労働時間より著しく実労働時間が短い場合には、支給額が減額されることがあります。

採 用 す る 労 働 者 合 計 助 成 額 支 払 い 方 法

母子家庭の母、60歳以上の方

生活保護受給者等

ウクライナ避難民

補完的保護対象者※ など

90万円（75万円）
短時間：60万円（45万円）

45万円（37.5万円）×２期
短時間：30万円(22.5万円）×２期

就職氷河期世代不安定雇用者 90万円（75万円） 45万円（37.5万円）×２期

身体・知的障害者

発達障害者、難治性疾患患者
180万円（75万円）
短時間：120万円（45万円）

45万円×4期（37.5万円×２期）
短時間：30万円×４期(22.5万円×２期）

重度障害者、45歳以上の障害者、

精神障害者
360万円（150万円）

短時間：120万円（45万円）

60万円×６期（50万円×３期）
短時間：30万円×４期(22.5万円×２期）

まずは求人提出が必要です。詳細は管轄のハローワークへお問い合わせください

LL051201企03・都道府県労働局・ハローワーク

※短時間労働者以外の場合の助成額

令和４年12月２日以降の採用

万
円

特定求職者雇用開発助成金（採用の助成金） 人材開発支援助成金（訓練の助成金）

～ 45% 75%

助成開始対象

• 特定求職者雇用開発助成金を利用する場合、「賃金助

成額」は支給されず、「経費助成」のみ支給されます。

• 訓練の内容や対象者の違いにより助成率が異なります。

通常の1.5倍

事業主の皆さまへ

特定求職者雇用開発助成金（成長分野等人材確保・育成コース）拡充のお知らせ

就職が困難な方を採用し、人材育成を行い、

賃金を引き上げることで助成金の額が通常より上がります

※(  )内は大企業に対する支給額

訓練費用の
助成率万

円

※

～助成額

※ 出入国管理及び難民認定法第61条の２第２項に規定する補完的保護対象者の認定を受けている者
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対 象 労 働 者 の 支 給 要 件

訓 練 と 賃 金 引 上 げ の 支 給 要 件

通 常 の コ ー ス 名 対 象 労 働 者 種 別

特定就職困難者コース

・60歳以上の方 ・身体障害者 ・知的障害者

・精神障害者 ・母子家庭の母等 ・父子家庭の父

・ウクライナ避難民 ・補完的保護対象者※ など

発達障害者・難治性疾患

患者雇用開発コース
・発達障害者 ・難治性疾患患者

就職氷河期世代

安定雇用実現コース
・就職氷河期世代で不安定な雇用を繰り返す者

生活保護受給者等

雇用開発コース
・生活保護受給者 ・生活困窮者

就 職 が 困 難 な 方

① １コースの実訓練時間数等が50時間以上※の訓練
※ eラーニング・通信制による訓練の場合は、標準学習時間が50時間以上または標準学習期間が３月以上

② ①以外（50時間未満）の次の訓練

• 人材育成支援コース（有期実習型訓練）

• 人への投資促進コース (高度デジタル人材等訓練)

• 事業展開等リスキリング支援コース

• 特定訓練コース（労働生産性向上訓練、熟練技能育成・承継訓練）

• 特別育成訓練コース（中長期的キャリア形成訓練、有期実習型訓練）

正規雇用、無期雇用、有期雇用（自動更新※ ）として採用する方が対象です

※ 「対象労働者が望む限り更新できる契約」の場合のみ助成対象となります。勤務成績等により更新の有無を判断する場

合等は助成対象となりません。

※ 「就職氷河期世代安定雇用実現コース」は、正規雇用の場合のみ助成対象となります。

未経験職種に就職する方が対象です

• 求人内容と職業相談の内容を踏まえて、ハローワークなどから「未経験職種への就職を希望する方」として職業紹介を

します。原則は、それをもって対象者の要件に該当するものとなります。なお、ハローワークでは、求人票の職業分類

番号に該当する職種の経験がない場合を未経験職種と扱います。

• 経験１年未満の職種も、未経験職種として取り扱います。

採 用 の 雇 用 形 態

こ れ ま で の 職 歴

対 象 と な る 訓 練

賃 金 引 上 げ の 要 件

次のいずれかの人材開発支援助成金を活用した訓練が対象です。

成長分野等人材確保・育成コースの最後の支給対象期の末日までに訓練を開始することが必要です。

「賃金引上げ計画」の計画期間（最大３年）内に、採用時（試用期間がある場合は本採用時）の「毎月決まっ

て支払われる賃金※」が５％以上引き上がっていることが必要です。
※ 年間賞与や超過労働給与額(時間外手当など)、職務非関連の賃金(住宅手当、家族手当、通勤手当など)を除いた賃金

• 採用日から３年経過した日に、「天災その他のやむを得ない理由」や「対象労働者の本人の責めに帰すべき理由」など

により、５％以上の引上げを行われていない場合においても、助成対象となることがあります。

• 職務内容などが同一の労働者と比べ、合理的な理由がなく、採用時の賃金を下げている場合などは、助成金が払われな

いことがあります。

• 賃金引上げが、主に最低賃金の改定などを契機に行われるものである場合は、要件を満たしません。

人材開発支援助成金

• 採用日時点の満年齢が「65歳未満」の方のみ対象となります（ただし、「高年齢者（60歳以上）」は65歳以上の方

も助成対象となります。また「就職氷河期世代不安定雇用者」は、 1968年４月２日から1988年４月１日生まれの方

が助成対象です。）

※就労継続支援Ａ型事業所の利用者は、人材開発支援助成金の助成対象外のためご注意ください。

※ 出入国管理及び難民認定法第61条の２第２項に規定する補完的保護対象者の認定を受けている者
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１ ハローワーク等からの職業紹介

４ 人材開発支援助成金の計画届の提出

５ 訓練実施

６ 人材開発支援助成金の支給申請・決定

７ 支給申請・審査・決定

２ 対象者の採用

３ 賃金引上げ計画書の作成

第２～６期支給申請も同様の手続きが必要です支 給 申 請 の 流 れ （ 基 本 的 な 流 れ ）

特定求職者雇用開発助成金の流れ

人材開発支援助成金の流れ

【注意事項】

成長分野等人材確保・育成コースの助成金を受給するためには、第１期支給申請書の提出時に「賃金

引上げ計画書」（上記３）を提出することが必須です。提出を忘れないようご注意ください。

支 給 申 請 の 流 れ

1. ハローワーク、地方運輸局、適正な運用が望める特定地方公共団

体、有料・無料職業紹介事業者または無料船員職業紹介事業者の

職業紹介で採用した場合のみ、助成金の対象となります。

3. 「毎月決まって支払われる賃金」を５％以上引き上げるための計

画の作成が必要です（提出は「7」の第１期支給申請書の提出時）

4. 原則、訓練開始日から起算して１か月前までに「訓練実施計画

届」などの都道府県労働局への提出が必要です

6. 原則、訓練終了日の翌日から起算して２か月以内に「支給申請

書」(人材開発支援助成金)の都道府県労働局への提出が必要です

• 各支給対象期（賃金締め切り日等の翌日から６か月間）の末日

の翌日から２か月以内に支給申請書の提出が必要です。

• 第１期支給申請書提出時に「賃金引上げ計画書」の提出が必要

です。

• 「人材開発支援助成金の支給決定通知書または支給申請書」と

「賃金引上げ報告書」を提出した後に、高額助成されます

（下記Q＆Aもご覧ください）

7.

申請書類 支給方法の

イメージ

上記の場合、特定求職者雇用開発助成金の支給申請期限※内に、次の書類以外を提出してください。
※各支給対象期（賃金締め切り日等の翌日から６か月間）の末日の翌日から２か月以内

① 人材開発支援助成金の支給決定通知書（または支給申請書）

② 賃金引上げ報告書

その後、訓練実施と賃金引上げの対応が終わったタイミングで、①と②の書類を追加で提出してくださ

い。なお、「最終の支給対象期の申請期限」 「人材開発支援助成金の支給決定日」または「賃金引上げ計

画期間の終了日」の遅い日から起算して２か月以内に対応してください。

人材開発支援助成金の

申請上の注意事項

訓練の終了日や「賃金引上げ計画」の期間終了日が、特定求職者雇用開発助成金の支給申請期間を超え

てしまいます。特定求職者雇用開発助成金は、どのように申請をすればいいですか。Q

①と②の提出時期によっては、助成金を２回に分けて支給することがあります。詳しくは、下記「支給方

法のイメージ」をご覧ください。

【例】母子家庭の母を採用した場合、合計90万円の助成がされますが、通常コース（特定就職困難者コー

ス）の60万円をまず支給し、高額助成分の30万円を後日支給することがあります。

A
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事 業 主 に 関 す る 要 件

□ 雇用保険の適用事業主であること

□ 対象労働者の賃金を支払っていること

□ 労働保険料を滞納していないこと

□
採用日前後６か月間に事業主都合による解雇※

をしていないこと ※勧奨退職を含みます

□

採用日前後６か月間に、倒産や解雇など特定受給資

格者となる理由で離職した被保険者の数が、対象労

働者の採用日における被保険者の６％を超えている

場合（特定受給資格者となる離職者が３人以下の場

合を除く）

◼ 上記以外にも、支給要件があります。詳細は、https://www.mhlw.go.jp/content/000923200.pdfをご覧ください。

◼ 他の助成金の支給を受けている場合は、支給対象とならない場合があります。

◼ 国、地方公共団体、行政執行法人など（これらの機関からの委託事業を実施している事業主で、対象労働者が当該委託事業に従事する

場合を含む）の機関は支給対象とならない場合があります。

◼ この助成金を受給した事業主は、国の会計検査の対象になることがあり、検査の対象となった場合は、ご協力ください。また、関係書

類は、支給決定がされた時から５年間整理保存してください。

◼ 偽りその他不正な行為によって助成金の支給を受け、または受けようとした場合は、不支給決定または支給決定の取り消しを行います。

この場合、すでに支給された助成金は全額を返還するともに、不支給決定または支給決定の取り消しを受けた日以後５年間は各種助成

金の支給を受けることができません。さらに、特に悪質なものについては、原則公表となるほか、詐欺罪などにより刑罰に処される場

合があります。

対 象 労 働 者 に 関 す る 要 件

□
ハローワークなどの職業紹介以前に雇入れに向けた選考

を開始していた者でないこと

□ 職業紹介時点で、在職している者でないこと
※就職氷河期世代などの場合を除きます。

□
採用した事業所と関係のあった者でないこと
※過去３年間に事業所で就労させたことがある場合

※事業主と３親等以内の親族である場合 など

□
助成金の対象期間の途中などにおいて、離職した労働者

でないこと
※労働者の責めに帰すべき理由による解雇などは除きます。

□
性風俗関連営業などを行っており、接待業務などに従事

する労働者でないこと

そ の ほ か の 主 な 支 給 要 件

ご 注 意 く だ さ い

特定求職者雇用開発助成金と、人材開発支援助成金の賃金助成額は、同一の労働者に対するものは、いず

れか一方の額のみ支給されます。

特定求職者雇用開発助成金の受給を希望する場合は、人材開発支援助成金の支給申請時にあらかじめ「特

開金（成長コース）(対象者：●●）」と記載する必要があります。「人材開発支援助成金の申請上の注

意事項」（前のページのQRコード参照）のリーフレットもご覧ください。

なお、賃金助成額は、訓練１時間当たり最大960円の助成額ですので、90万円（短時間60万円）の助成

額の方（母子家庭の母など）は、468時間以下（短時間312時間以下）の訓練時間であれば、特定求職者

雇用開発助成金の助成額の方が高くなります。詳しくは、下記早見表をご覧ください。

人材開発支援助成金 賃金助成額（訓練１時間当たり）

380円 475円 480円 600円 760円 960円

成
長
分
野
等
人
材
確
保
・
育
成

コ
ー
ス
の
合
計
助
成
額

45万円 592時間 473時間 468時間 375時間 296時間 234時間

60万円 789時間 631時間 625時間 500時間 394時間 312時間

75万円 986時間 789時間 781時間 625時間 493時間 390時間

90万円 1,184時間 947時間 937時間 750時間 592時間 468時間

120万円 789時間 631時間 625時間 500時間 394時間 312時間

150万円 1,315時間 1,052時間 1,041時間 833時間 657時間 520時間

180万円 1,184時間 947時間 937時間 750時間 592時間 468時間

360万円 1,578時間 1,263時間 1,250時間 1,000時間 789時間 625時間

【早見表】
⚫ 下表は、第１期支給対象期（採用日等から６ヶ月以内）に訓練を実施・終了した場合※において、成長分野

等人材確保・育成コースの助成額と人材開発支援助成金の賃金助成額を比較したものになります。
※ これ以外の時期に訓練を実施・終了する場合には下表とは異なる取扱となります。労働局にお問い合わせください。

⚫ 下表に記載のある「訓練時間」以下の場合には、人材開発支援助成金※ （賃金助成額） より、成長分野等人

材確保・育成コースの助成額が高くなります。
※ 建設労働者技能実習コースの場合は、訓練時間数にかかわらず、成長分野等人材確保・育成コースの助成額が高くなります。

※合計助成額の詳細はP1に掲載

人材開発支援助成金は、訓練経費に対する助成（経費助成）と、訓練期間中の労働者の賃金に対する助

成（賃金助成）があります。いずれも支給されますか。Q

A
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事業主の皆さまへ

「高年齢労働者処遇改善促進助成金」をご活用ください

高年齢労働者処遇改善促進助成金とは

雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保を推進する観点から、60歳から64歳までの高年齢労働者

の処遇の改善に向けて、就業規則や労働協約の定めるところにより、高年齢労働者に適用される賃

金に関する規定または賃金テーブル（以下、賃金規定等）の増額改定に取り組む事業主に対して支

給される助成金です。

事業主の皆さまには、本助成金を活用して、高年齢労働者が継続して働きやすい環境を整えていた

だくようお願いします。

※１ 算定対象労働者とは、事業所において高年齢雇用継続基本給付金を受給しているすべての労働者のことをいいます。

※２ 任意指定除外者とは、算定対象労働者が20人に満たない事業所であって、算定対象労働者の希望により雇用形態が

変更（例：フルタイムからパートタイム等）になり、賃金規定等改定日後も高年齢雇用継続基本給付金を受給する

者（事業主が各支給対象期の支給申請時に任意に指定した１人のみに限る）のことをいいます。

※３ 毎月決まって支払われる賃金とは、基本給と諸手当のことをいいます（労働協約、就業規則または労働契約等にお

いて明示されているものに限る）。諸手当に含むか否かについては以下によって判断されます。

① 諸手当に含むもの

労働と直接的な関係が認められ、労働者の個人的事情とは関係なく支給される手当（役職手当、資格手当、

資格ではないが労働者の一定の能力に対する手当等）。

② 諸手当に含まないもの

(ｱ) 月ごとに支払われるか否かが変動するような諸手当（時間外手当（固定残業代を含む）、休日手当、夜

勤手当、出張手当、精皆勤手当、報奨金等）

(ｲ) 労働と直接的な関係が薄く、当該労働者の個人的事情により支給される手当（家族手当（扶養手当）、

通勤手当、別居手当、子女教育手当、皆勤手当、住宅手当等）

③ 上記①、②以外の手当については、手当の名称に関わらず実態により判断するものとします。ただし、上記①

に挙げた手当であっても、月ごとに支払われるか否かが変動するような手当と認められる場合は諸手当から除

外し、上記②に挙げた手当であっても、例えば以下のように、月ごとに支払われるか否かが変動しないような

手当は諸手当に含めます。

(ｱ) 扶養家族の有無、家族の人数に関係なく労働者全員に対して一律支給する家族手当

(ｲ) 通勤に要した費用や通勤距離に関係なく労働者全員に対して一律に支給する通勤手当

(ｳ) 住宅の形態（賃貸・持家）ごとに労働者全員に対して一律に定額で支給する住宅手当

LL050401保01

裏 面 に 続 き ま す

2023（令和5）年４月１日より、支給要件等が改正されました

Ａ すべての算定対象労働者の60歳到達時点での１時間当たりの毎月決まって支払われる賃金※３

Ｂ
賃金規定等を増額改定した後のすべての算定対象労働者の、１時間当たりの毎月決まって支
払われる賃金

支給要件 本助成金を受給する事業主は、次の要件を満たしている必要があります。

(1) 以下のＡとＢを算出・比較し、75％以上であることが確認できる事業主であること。

（注）算定対象労働者※１が20人に満たない事業所は、任意指定除外者※２を除いて減少率を算定。

(2) 賃金規定等の改定後の高年齢雇用継続基本給付金の総額が、賃金規定等の改定前よりも減少

している事業主であること。

(3) 支給申請日において増額改定後の賃金規定等を継続して運用している事業主であること。
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支給要件の詳細や具体的な手続きは、最寄りの労働局・ハローワークへお問い合わせください。

都道府県労働局・ハローワーク

ＡからＢを引いた額に、 ２／３（中小企業以外は１／２）を乗じた額（100円未満切り捨て）

認定後、計画書に記載された内容に変更が生じた場合

賃金規定等改定予定日の変更は、変更後の賃金規定等改定予定日の前日までに、それ以外の変更は、

支給対象期の第１期支給申請日までに、変更届と計画書の写しを管轄の労働局に提出してください。

認定された計画書に基づき賃金規定等の増額改定を行った場合、各支給対象期末月分に係る管轄安

定所が指定した高年齢雇用継続基本給付金の支給申請月の翌月の初日から起算して２か月以内に、

高年齢労働者処遇改善促進助成金支給申請書（様式第３号）、高年齢労働者処遇改善促進助成金支

給申請書（別紙）（様式第３－１号）に、添付書類※７を添えて管轄労働局長※８に提出してください。

※７ 申請書の様式やこれに添付すべき書類については、労働局へお問い合わせください。

※８ 申請書等の提出は、ハローワークを経由して行うことができる場合があります。

助成金を申請するには（申請手続き）

Ａ 賃金規定等の改定前の高年齢継続基本給付金の総額

Ｂ
賃金規定等の改定後に、各支給対象期※４を支給対象期間として算定対象労働者が受給

した高年齢雇用継続基本給付金の総額

支給申請回数

支給額

賃金規定等改定計画書の提出

支給申請

本助成金の申請は、支給対象期の第１期から第４期まで（6か月ごと）の最大４回（2年間）できます。

※４ 支給対象期とは、賃金規定等改定の措置に基づき増額された賃金が支払われた日の属する月から最初の

６か月間を支給対象期の第１期とし、以後６か月ごとに第２期、第３期、第４期といいます。

賃金規定等改定計画書（以下、計画書）を作成し、賃金規定等改定予定日の前日までに添付書類※５

を添えて管轄の労働局※６に提出して、労働局長の認定を受けてください。

計画書は適用事業所ごとに作成し、賃金規定等改定予定年月日や算定対象労働者を記載してください。

※５ 計画書の様式やこれに添付すべき書類については、労働局へお問い合わせください。

※６ 計画書等の提出は、ハローワークを経由して行うことができる場合があります。

※詐欺にご注意ください。国や委託事業者から、助成金の相談について電話などで勧誘することはあり

ません。また、振込先、口座番号やその他の個人情報を個人の方に電話などで問い合わせることはあ

りません。

支給額：
（Ａ -Ｂ）×2 /3（中小企業以外は 1/2）
※100円未満切り捨て
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